
 

 

議事内容  注：正式な議事録となった場合、発言内容が一部変更となる場合があります。 

 

○司会（田中委員） 

 定刻になりましたので第８回地域福祉計画策定ガイドライン研究会を始めたいと思います。今日は遅い時間からに

なりまして本当に申し訳ありませんでしたが、多数お集まりいただきましてありがとうございます。この検討項目に沿っ

てみますと、今日資料を配っていただいていますように、（エ）ということになります。高知県における地域福祉推進上

の課題と対応上の視点というのが（イ）でいろいろな点でご議論いただきました。（ウ）というのが法定または国の指針

により計画に盛り込むべき事項について、この研究会として意見を出していただく。いわゆる三本柱についてです。そ

れから（エ）がその三本柱、つまり法定、国のガイドラインで示されていること以外の事項で計画に盛り込むべき事項と

いうことで、そのうちの①についてかなりご意見をいただきました。すなわち地域福祉推進にあたっての関係者の果た

すべき役割ということになっております。その果たすべき役割の中には地域住民、社会福祉活動を行う者、社会福祉

団体および施設を経営する者、社協、行政、その他、このようなことがあります。 

 それではごく簡潔に前回の議論を振り返っておきます。（エ）に関して出されたご意見としまして、名前と一緒にご紹

介します。松本委員からは、主に住民にかかわってということでしょうか。思いのある人がお手本的な行動をしなけれ

ばいけない。あるいは社協でもすべてのボランティア活動を把握していないようなこともあるという課題も出していただ

いております。自分の住んでいる町の歴史を知ることの重要性なんかもご指摘いただきました。玉里委員からは、地

区に分けて座談会などをするということをご意見としていただきました。あるいは住民と行政の関係については、まだ

まだ対等ではない面があるのではないかというご意見もありました。元吉委員からはこれからいろいろ合併などがある

中で、サービスの密と疎の所がある。その両者でフラットな議論をしていく必要があるというご意見も出していただいて

おります。浜永委員は、その中でいうと社協としてということだと思いますが、今何が必要かということを住民と一緒に

なって考えていく必要がある。社協は広い視野を持って活動できるけれども、ほかの所に任せるところは任せてもいい

のではないかというご意見もあったかと思います。高橋委員からは民生委員の立場で、これからの民生委員は住民へ

の援助ではなく支援ということで、住民をもっと主体として考えていく。それを民生委員としても今度は少し引くかたちで

サポートという立場に回ってはどうかというご意見だったかと思います。ちょっと不正確な紹介かもしれませんが、私の

メモではそのようなことが印象に残っています。もちろん議事録できちんとした整理もしていただいております。関係者

の果たすべき役割ということにつきまして、だいたい一応議論をいただきました。 

 それから今日配布された資料をご覧になっていただきますと、②その他ということにかかわりまして、瀬戸委員から、

これは好市町村、市町村同士の交流の重要性。あるいはこの一人暮らし高齢者同士の交流というようなご意見なん

かもいただいております。それからちょっと手前みそで申し訳ありませんが、施設ということに偏る高知県の傾向があ

るので、高知の特徴ということをとらえた場合の地域福祉といった場合、やはりこの地域で暮らし続けたいという自己

決定にどれだけ応えられるかということ。そういう視点でそれぞれの立場の人が役割を果たすなり、あるいは連携して

いく必要があるのではないかと考えましたがどうでしょうか。ここに関しまして皆さんのほうで補足意見、あるいは①と

②その他も含めてご意見ございましたらいただいたらと思います。前回ご意見をいただいた方で補足なり、あるいは前

回欠席の方でここの部分に関してご発言いただける方、どうでしょうか。 

 前回の私自身の補足ということで、地域福祉計画で重要ではないかということで、私自身が地域住民の一番最後の

所で（エ）①の（ウ）田中と書いてある所の「地域住民」の最後の所に、「当事者を中心に据えつつ、孤立させず、他の

住民との双方向性のある共生関係の構築を考える」。この双方向性ということを１つには入れさせていただきました。

これは事務局のほうでも一番最初にご説明いただいたものでありますし、つい先日地域福祉学会でも、厚生労働省の

課長からも説明がありましたが、この矢印の双方向性の説明がちょっとなかったのが残念です。最終的なこの理想的

な姿として要支援者も周りの住民に対して働きかけるという、こういう矢印の形になっています。つまり一方的に支援

を受けるだけの存在ではないというこういうことです。ですから最終的にはそこまで行って本当にノーマライゼーション

などと言えるのではないかということで、住民の中でも支援を受ける人も支援を受けるだけではなくて、自ら地域の中

に何らかのかたちで発信したりアクションを起こすことができるような地域づくりが必要ではないかと思いました。 
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◆日時： 平成１５年６月１８日（水）18:00～

◆場所： 高知大学人文学部 ５階 第１会議室

◆出席委員： 板橋 靖 (共同作業所ウェーブ所長)、 上田 真弓 (近森リハビリテーション

病院ソーシャルワーカー)、 新宮 玲子 (特別養護老人ホームシーサイドホーム

桂浜施設長)、 瀬戸 節子 (家庭教育ヘルプライン２４電話相談員・子育て応援

団)、 高橋 正子 (葉山村民生委員)、 田中 きよむ (高知大学人文学部教

授)、 玉里 恵美子 (高知女子大学社会福祉学部助教授)、 浜永 鈴美 (日

高村社協主監)、 平野 麻喜子 (高知県社協地域福祉課長)、 松本 光司 

(特定非営利活動法人Brain副会長)、 和田 善明 (土佐町保健福祉課長)、 元

吉 喜志男 (高知県健康福祉部保健福祉課長)

◆欠席委員： 中平 佳宏 (宿毛市社協事務局長)、 堀川 俊一 (高知市健康福祉部健康

福祉担当参事) 
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 それからこれは皆さんもある程度ご案内のことなんですが、その次のページ、右下のページだけで申しておきますと

二重丸で囲ってある２の１です。これは介護保険の策定委員会のほうでもう製本されたものです。サービスを利用して

いる人のうち、高知県の場合は施設を利用する割合が非常に高くて、居宅サービスを利用する割合が非常に低い。こ

れは去年の８月分だけで見たものです。③に書いてありますように、施設の状況としても特に療養型が多い。それから

４つの圏域で言えば中央圏域がそういったものを利用する割合が高い。あるいは同じ要介護度であったとしても、全

国平均と高知県を比較すると施設を利用する割合が高い。 

 それからその次のページです。これがものすごく象徴的に示されているのです。２の２と書いてあるものです。現に介

護保険サービスを利用している人のうち、さっきは認定された人のうちですが、居宅サービスを利用する人は全国の

集計では７０％ですが高知県は５８．８％。これは全国で４７位。施設サービスは全国は３０％ですが高知県は４１．

２％。これは全国１位です。つまり施設を利用する割合は全国で最も高く、居宅サービス（を利用する割合）は全国で

最下位です。これは非常に象徴的な（結果です）。全国が７対３だとすれば、高知県は６対４です。これはもちろん本人

の選択ですからその選択は尊重しなければいけないですが、地域で暮らしたいという思いをどこかで妥協しながら施

設に入られている方が多いのではないか。これは高知県の非常に際立った特徴ではないかと思います。これは地域

福祉の課題としても無視できない、非常に際立った特徴ではないかと思って、その他の所でちょっと付け加えさせてい

だたきました。今のことに関しましても、あるいは全く別の観点から（エ）①あるいは②その他に関しまして何かご意見

をいただけたらと思います。 

 

○瀬戸委員 

 ２の２ですが、先程田中委員がおっしゃったことですが、居宅サービスを受けないで施設サービスを受けるのがダン

トツに（多い）数になっていますが、ということは施設に入れっぱなしで家族の人は面倒を見ないということですか。居

宅サービスは家族の人と共にサービスも受けながら自分の家でなんとか過ごしていけるということとして。 

 

○司会（田中委員） 

 そうですね。施設（サービス）というのは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、それから療養型医療施設という

３つのものがありまして、その施設に入って生活されるサービスです。今瀬戸委員がおっしゃったようにもう施設に入っ

て生活をするという２４時間体制で入る場合のサービスを言います。 

 

○瀬戸委員 

 そうしたら家族と離れてそこでもう孤独に生活するという。 

 

○司会（田中委員） 

 そうです。 

 

○瀬戸委員 

 孤独ではないですが、なんかそういうイメージで。 

 

○司会（田中委員） 

 新宮委員が横にいらっしゃることをすっかり忘れていました。別にそれで別に……。非常に重要なご意見なんですけ

れども、すみません。 

 

○新宮委員 

 でも高知県の場合は、２の１にあるような医療型のものが多いというのは、要するに医療系のほうがダントツに多い

わけで施設は整備としては少ないですよ。老人ホームとしては。 

 

○司会（田中委員） 

 そうです。 

 

○新宮委員 

 それと私もこういうのが出るから家族の方に、「今こういうふうに厚生労働省のほうは町中で、近くでというふうにいろ

いろ言われていますが、どうですか」と来られたいろいろな方にお聞きするけど、全てが（在宅を）望んでいるということ

ではないですよ。それはいろいろな内面の事情からと思いますけど、別に施設に入っていらっしゃっても毎日のように

（会いに）来られる方もいっぱいいらっしゃるし、そんなにほったらかし状態という方ではないです。ですから別荘と思え

ばいいのではないですか。一方は介護力がないわけだから、要するに家族は家族の働き場所で働いて施設のほうに

入って夜には来られるとか、毎朝のように食事介助に来られる方もいらっしゃるし、だから私は選択肢の中でいいと思

います。 

 

○司会（田中委員） 

 それは新宮委員のおっしゃるとおりで、要介護度の高い方で客観的にも必要性の高い人もいらっしゃるし、特にご本
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人が非常に望んでという場合もあります。その選択は尊重しなければいけないわけですが、なかなか地域でそこで暮

らし続ける、あるいは家族の都合ということもあるので、本当は在宅やそれに準じるかたちで地域で暮らしたいけれど

も、妥協したり、あるいは次善のやむを得ない２番目の選択としてそちら（施設サービス）を選ばざるを得ない場合もあ

るとすれば、やはりそれは地域の側での一定の対応が求められる課題ではないのかということです。 

 

○新宮委員 

 それであれば今回の課題の中に、地域の中でも障害を持つ人もお年寄りも生きられる環境づくりですよね。そういう

ことがないと必ず「グループホームをつくります。何々をつくります」と言った場合に反対運動が起こることにあるわけで

しょう。みんなが「どうぞ、どうぞ」ともろ手を挙げてそこにつくらせてもらえるかといったら、そういう環境にあるんでしょ

うか。高知県でもグループホームがたくさんできてはきていますが、そういうふうに痴呆とかいろいろな方の認知はされ

てきましたが、では自分の家の隣にそういうふうなものができたらいいなあというふうに思っていただけたら、それは本

当に幸せなことだと思います。そういうふうな環境づくりという整備、地域社会が受け入れてくださるような整備ができ

てくれば一番それは本当に望ましいかたちだと思います。 

 

○司会（田中委員） 

 グループホームに関しましては、介護保険の委員会では議論がありましたが、高知県の場合は全国的に見て非常

に少ない。その一方である程度評判が良くて、潜在的なニーズもあるけれども足りないので、全体的には今後一層増

やしていこうという方向にはなっています。グループホームをどういうふうに（するか）という部分もありますが、これま

で議論をしてきていますように、特に高知県ということを考える場合、地域の中で住民自身が役割を発揮しながらその

地域で暮らすことを支えていくといった視点がどうしても必要ではないかという意味で提起させていただきました。 

 

○玉里委員 

 田中委員の言うことに外れる話ではないというふうに聞いていただきたいのですが、私は多分この研究会の第１回

目、第２回目ぐらいに家族のことをお話しし合ったと思います。多分共通認識で高知県の特徴として非常に高齢者世

帯が多くて、高齢者の単独世帯と寡婦世帯が全国的に見て多いですよね。それから女性の就業率が高いです。こうい

った家族の状況の中ではサービスに頼らざるを得かったというのは高知県の１つの特徴だと思うのです。私は例え

ば、「この１位が３位になったら地域福祉が進んだ」という話ではないと思います。この順位から見るこういった状況は

高知県が抱えている家族の状況から見て出てくるべき数字であって、だけれども地域福祉も進めていきつつそういう

人たちが帰ってこれる状況をつくるとか、あるいは施設と地域の連携を進めるとか、むしろそちらが大事で、この数値

がより全国平均に近づいたから高知県の地域福祉力が上がったとか下がったとか、そういう議論ではないように（思

います）。やはりもともとの家族の資源的な問題が全国的に見てかなり特徴的過ぎるところまで来ているというふうに

私は印象を持っています。 

 

○松本委員 

 同じような意見です。新宮委員が「自分の家の隣にグループホームや施設ができたらいいなというような状況になれ

ばベスト」と言われましたよね。結局、そういうような世の中が来たら多分もっと家で親と一緒に過ごすということも、福

祉に対する能力が全県民にわたって上がるということだと思うので、この辺の数字のことは自然にバランスがとれるの

ではないかと思います。なぜかというとやっぱりみんな人の子ですからね。「人の親が隣に来て一緒にやっていきまし

ょう。みんな楽しいな」と言えるというのは、自分の親も同じように思えてくるわけで、仕事を放っておいてでも自分の親

の面倒を見たいというふうにもなってくるでしょうし、そういうところはどこかでバランスは取れてくるのかなと（思いま

す）。今言われたように、僕たち若いものから見ても今の家庭状況から見たらこの数字は出てきて当然の数字という感

じに見える数字だと思います。 

 

○司会（田中委員） 

 今、お二人から意見をいただきましたがどうでしょうか。 

 

○和田委員 

 ２の２のページの５８．８％、４１．２％は高知県全体の数字ですね。例えば土佐町を見てみた場合、ほぼ５０－５０な

んですよ。それでなおかつ、施設への待機の方がかなりおられるということで、施設のベッド数が確保されたら逆転す

るような部分があります。それについては先程玉里委員が言われたように、非常に高齢化が進む。それから一人暮ら

しであるとか、老人世帯、核家族化も含めて今の現状がそういうかたちの中ですので、特に中山間辺りではこの数をと

いう話はなかなか難しいのではないかと思います。基本的には、例えば施設に入所する方でも「その地域で在宅で生

活したい」という希望があってもなかなか……。特に介護度が４であるとか、５であるといったときに、果たして在宅居

宅のサービスでどれだけカバーできるのかという部分でサービスの内容、量、費が限られているので、在宅で、居宅で

という部分（の割合を高めていく）というのはなかなか難しいのではないかという気がします。 

 

○司会（田中委員） 

 土佐町は今回５３市町村で介護保険料がトップという非常に高い金額が出てきておりました。鏡村は介護保険が始
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まる前の段階では、全国でトップレベルになるのではないかと言われていました。つい先日も行ってきたのですが、そ

の状況に対して家に帰りたいという人がいるということで、生活支援ハウスとか高齢者集合住宅とか、その中で帰って

もらえる環境を地域の中でつくっていこうということで、今は結果的には３，０００円台に収まったわけです。地域の中で

そういった環境をつくっていこうということを行政、住民、その他の人が一緒になって考えていこうという姿勢自体は重

要ではないかと私自身は思います。 

 

○和田委員 

 話に出ていたグループホームや宅老所というかたちはそういう動きです。特に宅老所については今うちの保健福祉

課と社協と生涯学習センターで、（本日は）上田委員がお見えですが、野村先生に何回か来ていただいて、いろいろな

話し合いを持っております。それもこちらから仕掛けたのではなしに、社協がやっている地域の懇談会からそういう声

が出てきました。民生委員やそういう方や施設も研修に行ったりする中でそういうものが必要だということで今そういう

取り組みもされております。行政懇談会で町内をずっと回っていますが、その中でも介護保険について、特に（介護保

険料が）４，８００円で県内一番高いということについての理解を求めるための説明もやっています。特にうちが高いの

は、特養・老健・療養型、３施設あって、在宅でサービスを受けられている方とほぼ同数が入所されているという部分

があります。最終的に今そういう受け皿があるということについては、住民の方も安心感というものが……。基本的に

は在宅で生活したいという気持ちがあっても、なかなか家族の介護力の問題も含めて、そういう施設は必要だと思い

ます。 

 

○松本委員 

 もし今、在宅や居宅のかたちで生まれた所で死にたいなというニーズが拾い上げられていないとするならば、できる

だけ（ニーズを）拾い上げるような方向性にもっていくような施策を打たないといけない思います。新宮委員はどう考え

られるか分かりませんが、サービスを出す側はニーズがあれば多分すぐにでも（体制が）整うと思います。やはり仕事

としてやる以上は足りなければ足りない方向性へ持っていく施策を団体とか事業母体の中で考えていくのでしょうが、

どうしても切って切りはずせないのは家族の問題です。家族の協力なしでは絶対に不可能なので、そういうところとい

うのはやはり１番のほうに戻っていきます。全体的なそういう思いになるという地域の底上げをしておかないと、いざ自

分の父親とか母親がそういう年齢になったときに、そういう気持ちに突然なれるかというとなれないと思います。総合

的にですよね。受ける側のところというか、居宅サービスを受けるところだけ考えても今現段階だけでスパッと切ってし

まえば今の高齢者ですが、でもそこへ持っていくためには、本当につながった何か施策を考えてもらわないと、突然そ

こだけポコッとやりなさいと言われてもできないとは思います。 

 

○司会（田中委員） 

 家族の負担感が非常に大きい思います。やはり施設に入ってもらったら家族はそこから完全に解放されるということ

で、ただその場合にご本人が地域や在宅を選ばれる場合、介護保険にまつわるいろいろなサービスが必要ですが、

車の両輪としましては、介護保険以外にそこの地域福祉力がどれくらいあるのかということも、その地域で暮らし続け

るという意志決定を支える重要な要素だと私は考えます。あえて車の両輪という言い方をすれば、介護保険とそれ以

外の地域福祉ということを考えるのですが、どうでしょうか。間違っているでしょうか。そこについて間違っていないか教

えていただけることがありましたら。 

 

○元吉委員 

 今、高知県トータルのお話で議論していますね。高知県トータルで見ると玉里委員が言われたように、基本的には高

齢者だけの世帯が多いです。医療機関で聞きましても「帰せるけれども帰してしまうと、そういう状況で医療機関から

随分離れていて、とても心配で」というのもあるし、それからリハ（ビリ）に来るにしても１時間以上（かけて）、そこの職

員の人が軽四で迎えに行って連れてきてやっているというコストパフォーマンスでやっているところがあるんです。それ

だったらもう病院にずっといたほうがいいとか、そういうケースがあるというのを現場に行って思います。それと今は高

知県のトータルを言いましたが市町村別に見ますと随分やはり格差があると思います。ですから社協がかなり細かい

所まで入っている所とそうでない所。あるいは保健活動で健康づくりと医療と福祉までがきちっと連携とりながら回転し

ている所と、ほとんどそういうことを考えていない所。これはデータ的に見てずっとやっていったらかなり明確になるほ

どなと分かってくるような気がします。 

 そういう意味では本人がどういうふうにしたいのか。そのときにどういう施策を打たなければならないのかということと

無関係ではないのではないかと。ただ特に中山間の中で非常にコストパフォーマンスが悪い所に点在している所が、

医療機関にしたって医者がいっぱいいるわけでも、人的パワーがいっぱいいるわけでもないのが、そういうサービスを

やっていたらとてもおいつかなくなるわけです。そうしますとご希望があれば国道に近いとか、中央部に近い所に公共

施設であったり空き家があったりしますと、そういう所を住宅施策としてかなり意図的に打って、そこにサービスをきち

っとやって倒れないようにするとか。畑とセットにしながら活動するとか、そういう重層的なことを組むことを考えるかど

うかだけでも随分変わると思います。 

 もう１つコストのことを言うとあれですが、以前も社会的ニーズも含めましてちょっと語弊があったら困るので誤解の

ないようにお願いしたいのですが、医療費で入っていて、例えばお一人の人を助けるのであれば、こっちに出てきてい

てそういう部分をやるのだったら数人の人とか、あるいは福祉施設のほうに入ると数人ということが算定上あり得るケ
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ースがありますね。そうすると高知の中でやっぱり医療費を１人当たりでたたいてそれで人口をかけますと数百億オー

ダーなんです。そうしますと、おのずとそこの中からどこに重点投資をするべきなのか、市町村ごとにずっと見ていった

ときにやはり考えなければならないというのは、この地域福祉計画の中でそういう部分を意識できるかどうかというの

は今後の展開にかなり左右するのではないかと思います。 

 

○司会（田中委員） 

 私もいろいろな病院へのアンケートとか聞き取り調査を去年、一昨年でしたかさせていただいたときに、いろいろな院

長先生からの話の中に、今元吉委員から出たようなお話がありました。なかなか病院も帰るにも帰れないような状況

が現実があると。ただそこで何人かの医者が共通して言われたことで印象的だったのは、「介護保険によって居宅重

視ということが言われているけれども、要するに順番が逆じゃないか。住環境を十分整えていないのに居宅重視と言

っても帰りようがない」と。私はもっともだと思いましたし、住環境の中にはそういった自宅に代わるようないろいろな今

できてきています中間施設的なものもあれば、その住環境の中には地域の中で支えようとする力ということも含めて

考えなければいけないのではないかと思います。もちろん人によってレベルの差とか個人の意志の問題はあります

が、ある程度帰れる環境ということに向けて、決してハード面だけではなくてソフト面で支える力というのも、予防面で、

あるいは実際に介護を要する状態になってからも必要ではないかと思います。 

 

○上田委員 

 私は長い間お休みさせていただいておりましたが、世の中には出張と言いながら実は入院しておりました。今回２４

日間の入院と自宅療養をしていたのですが、病院にいると病人になるというのをすごく感じました。私は低温火傷（や

けど）です。感覚が分からない所に火傷をしていたので、麻痺している体に傷をつくると治りが悪いということで早い処

置をしようということで、休みの取れる期間にオペをして、傷を修理すれば退院してもいいというドクターの許可を本当

に待ちかねて、ドクターさえＯＫと言ってくれるのであれば、自分の元の生活に戻るには元の環境に戻らないと戻れな

いというのをすごく感じたのです。病院という所は私が今毎日生活をしている生活環境とは全く違う。ベッドも違う、いろ

いろなバリアフリーのものも違うから、いくら病院にいてもリハビリという本当の生活に戻る訓練にはつながらないので

す。ただ看護婦さんにしてもらうこと、トイレだってベッド上でされたりとか、いろいろなことで生活が全く病人の生活に

なってしまいます。私はそれがもう耐えられなくて、もうドクターが傷さえ大丈夫と言うのであれば、家の体制を整えて

一刻も早く帰りたくって、両親は田舎にいるのですが、こちらの生活体制を整えて家にいる間に自宅療養で元の生活

に戻そうと自分では決めたんですよ。でも結局檮原というのは田植が遅くて私が退院するときに、実はうちの親は田植

えをしたい時期だったんです。でも私が退院したいという思いが分かっているから、田植えはやや先延ばしにしてそれ

を優先してくれたのですが、でもやっぱり元の体には戻っていなくて、筋力も落ちているし結局２人に手伝ってもらう生

活を２日間したんです。そうなると私の中に帰りたいという思いはあったんだけど、両親の本当はやらなくてはいけな

い田植えとか、そういうことを先延ばしにさせて自分の生活に親を巻き込んだことになるんです。それで不安な在宅生

活に戻ったのですが、親をこれ以上巻き込めないと思ったので、元の体制を整えて親には帰ってもらって結局不安な

がらに元の生活にまた戻ったわけです。 

 やはり（自宅に帰ると）リハビリはできます。でも精神的な耐えれない不安というのがありました。私が仕事に就いた

ときに、さっき（話に）出た野村が上司なのですが、「真弓ちゃん、高知市の障害者たちはベストと思って人生を歩んで

いないよ。ベターだと思って我慢して生きているんだ」というのを聞いていたんです。「施設がみんなベストだと思って入

っているわけではないし、ベストという選び方は残念ながらできない。これが現実だ」ということを言われたこともある

し、と同時にやっぱりお年寄りでもそうだと思います。健康で誰の世話にもならずにいられる人間は確かに我慢という

ことはあるかもしれないけれど妥協することはそんなに（ないと思います）。何かをするにつけ人の手を止めてしまうと

か、手を自分にかけてもらうということをして生きていかなくてはいけなくなった人間は、どこかあきらめの妥協というの

うは自然と持ってしまうところがあって、本当にやりたいというところを出せないという人もいるし、わがままを出せる人

もいます。やはり自分がやりたい生活は（体が）不自由になったらできません。絶対にできない。福祉サービスなんて

絶対に完璧には整わない。だとしたら健康で元気に生きられる時間がどれだけ大事かという「予防」というものにもっと

力を入れないと、不自由になってしまってから環境を変えようと思っても限界があります。防ぎきれないことも確かにあ

るけれども、やっぱり地域のみんなが元気に、なるべく長くいられることに力をもっと注いでおかないといけないなと今

回すごく感じました。 

 

○司会（田中委員） 

 非常に素晴らしいお話をいただきました。リハビリは病院にいるよりも家のほうが家の主人は自分であるという意識

で、病院にいると周りにしてもらっている、よその場所にいるという感覚で精神的にもやっぱり違うみたいですね。 

 それと今のお話と似たようなことで施設等の関係でちょうど思い出したのですが、例えば高知のある例で言います

と、施設で暮らされていて「生活には何不自由ないんだけれども、やっぱり夕食は毎晩５時、風呂は週２回、外出でき

るのは２カ月に１遍。これは人間の生活ではない。これはもうやめたい」というご本人の強い希望でぜひ頑張りたいと

いうことをおっしゃっていました。ただ今はなかなかそこまでいっていないのですが、彼にはできる限り頑張ってくれと、

僕はちょっと親しくなったので言っていました。ただこれはちょっと高知ではないのですが、愛媛のほうで全く同じような

重度の障害の人が車いすで生活してかなりの介助を必要とする人ですが、その人も施設にいれば一応安全だけれど

やっぱり自分の思う生活とは全然違う。決まり切った生活、かなり制約された生活しかできないということで、それで
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「僕は絶対に親にも助けられずに自分の地域の中で一人暮らしをしたいから、絶対にこれだけは譲らない」ということ

を言われました。自己決定ですね。そのときに、では彼はどうしようかといったら、サポートしてくれる地域の体制はな

かったわけです。ホームヘルプサービスは決まった時間しか来てもらえないので、全然使い勝手が悪い。これはボラ

ンティアをとにかく組み合わせるしかない。彼は大学の入学式の正門で自分の似顔絵を描いて、自分で配ったわけで

す。自分で学生ボランティアをかき集めて今在宅生活を実行しています。そのときに僕が思ったのは、「そのとき社協

にボランティアのほうで何か協力してもらえなかった？」と言ったら、「社協は何もしてくれないので、自分でやらざるを

得なかった。だからやったんだ」といまだにそれを実行しています。そういったことなんかもちょっと今の上田委員のお

話とはずれるかもしれませんが、何か急に思い出したもので。 

 

○元吉委員 

 本当にそうだと思います。僕は北欧に行ったことがないのですが物の本で読むと、北欧と日本の違いは、病院の中

でもうち（日本）は病院でも病床が何床ではないですか。向こうはかなりスペースがあって、その中で車いすでも最後

の力を振り絞ってでも要するに自分で生きていくとか、やれることの部分を一生懸命出していこう。ところがうちは確か

に入ってしまうと本当にその部分の機会というのは、それぞれ努力してやっていただいているわけですが、やはり今言

われているようなところで自分でやっていく部分はチャンスとしては環境としてかなり厳しくなるかもれませんね。それ

を本当に望んでおられる方が２４時間全部必要なわけではなくて、その中のちょっとしたこの時間とこの時間のケアが

あったらなんとか自分ができるという条件があるのであれば、そこは何かということでカバーしていく仕組みとかいうの

はできるかもしれない。それは要するに地域の潜在力からして１００％ギリギリのところまで詰めてできないことなのか

どうなのかと。 

 それから最近ずっと考えているのですが、この間からのデイケアの話にしたって、補助金が下りた所でバタバタとや

めていく所があって、この間、浜永委員の所にお伺いして、浜永委員の所のクラスになるとなければないで次のことを

考えられているわけです。そのレベルというのは素晴らしいと思います。有料だったら有料でまた考える。けれどそこ

へみんなの所が行っているかというと行っていないわけです。そうするとその中で例えば有料ボランティアの仕組みを

きちっと入れ込んであるとか。これを受ける側にしたって医療費よりもかなり低いお金でこのことがやれるとすれば、逆

に言うとしていただいているばかりだというふうな思いがちょっと軽くなるかもしれない。そのような仕組みで今ある潜

在力をどう組み合わせて、その人にもそれほど心の負担をかけずに誇りをもってやっていく環境をどうつくるかというス

ペースがまだあるような気がしています。 

 

○司会（田中委員） 

 どうでしょうか。今のところ支援を要する人とそれからそれを支えるいろいろな立場の人との関係というのを、施設、

在宅というかたちで引き付けて議論してきましたが、地域福祉推進にあたって関係者の果たすべき役割、あるいはそ

れに付随するその他の事項としまして、ほかに今に関連してあるいはその他ことでもかまいませんし、ご意見をいただ

けますか。 

 

○平野委員 

 やはり高知は働く女性が多いので高齢の親を抱えると、職場に介護休暇制度はありながら実際に使えているのかな

とすごく思います。ある程度の年齢になると社会的な地位みたいな部分が出てくると、どうしても介護制度を取って休

んで親を見るということができるのか。結局そうなると仕事を辞めて家庭でということになると、やはり今まで言われて

いたいろいろな選択肢の中にやはり施設もあるということもあるのではないか。働く者にとって、そういう制度的な部分

の需要というものも職場のほうでどうなのかなというふうに感じました。 

 

○司会（田中委員） 

 そういった職場の理解ということも重要になるかもしれませんね。 

 

○松本委員 

 やはりそれは（介護休暇）を取ったらまずいかなという雰囲気があるんですよね。私は組織の人間ではないので分か

らないのですが、やはり組織の中でそういうことはあると思います。瀬戸委員も言われていたように育児休暇なんかも

そうだと思います。地域や会社もそうだと思いますが、そこにどれだけこういうことに対する思いを持っている能力を持

った人間が多いか少ないかいとう話になると思うので、やはり地域福祉計画がきちっと進んでいくためには地域の福

祉能力を向上させる必要がまず第一だと思います。だけどそれをやっていたら何十年もかかるので、当面、目の前に

ある目的でさばかなくてはいけない施策はすぐ打たなくてはいけないでしょが、小さいときからの福祉能力を向上させ

ることは絶対に欠かせないことだと思います。だから今やれることというのは、それを気づいている人間が子どもたち

や若い人たちにそういうシステムとかつくってあげなくてはいけないですね。 

 

○司会（田中委員） 

 それは主に住民全体に関してそういった中で気づく人、あるいは能力を持った人というのがやはりいるということが

重要だということですね。それぞれの立場からおいでいただいていますので、前のものと重複するかもしれませんが、

例えばこの中で掲げられている行政、施設、社協、あるいはその他、民生委員、ソーシャルワーカーが地域福祉推進
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にあたって関係者の果たすべき役割というのは、もちろんそれぞれの市町村で考えるべきことですが対極的な観点

で、あるいは少なくともこういったことは１つのポイントとして考えるべきではないかということを、何かそれぞれのお立

場、あるいは自分とは違う立場に関して社協ではないけれど社協に関してどうしても言っておくことがあるとか、何かそ

れぞれの立場に関してございませんでしょうか。 

 

○新宮委員 

 この場合のサービス利用者で施設が４割で在宅は６割という、これが良い悪いではなくて、やはり高知県の今の現

状はこういうことですよね。だから施設が良いとか悪いという判断の仕方は私は嫌です。そういう判断の仕方はするべ

きではないと思います。そういうふうな現状があるというふうな認識をしてもらわないと施設側としては困るし、今在宅

と言われていることに対して、先程松本委員がおっしゃられたように施設側にそういうニーズがあれば施設はつくろう

とします。そういうものを伸ばしていこうとしています。ただ伸ばすときにやはり住民の意識というか、周りに受け入れて

もらえる環境づくりをしていかないと難しいということですので、施設でいくか、どこでいくかというのはやはり選択肢と

していろいろなものがたくさんあるということが福祉が充実することではないでしょうか。これでなければならないという

ことはあり得ないと思います。だから選択肢の多い世の中というのが一番豊かな社会ですよね。ただそういう社会を目

指していくというかたちですれば、みんながそれこそ底上げ状態でいきますよね。 

 

○司会（田中委員） 

 グループホームなんかへの住民の意識以上にそういう意味で言うと、例えば精神障害者の作業所ということに対し

ては非常に地域の中でそういうものを受け入れに時間がかかったり摩擦が起こるということも高知で実際にありました

よね。そこら辺は、まだ地域の中でそういったことをつくりだしていく力の弱い部分も高知の場合にはあるのかもしれま

せんね。新宮委員のご意見はごもっともで、私は別に施設がどうこうというつもりではなくて、もちろん本人の自己決定

が第一でその上に立った上での問題提起をさせていただきました。ほかにどうでしょうか。特に前回でもう言ったので

ということであればかまいませんが。 

 

○松本委員 

 ちょっと私も出なくてはいけないので、最後に先程の意見にあれですが、そういう選択肢を増やしていくと今はどうし

てもシステム上、セクションを増やさなくてはいけないではないですか。このことはこの人たちしかやっては駄目という

ことが結構多いではないですか。そうなるとやはり負担も大きくなるんです。だからその辺をフレキシブに動ける。選択

肢が変わっても同じ人がやれるようなシステムがあれば、もっと最初はスムーズに流れるのではないかと思います。

結構そういうのは今ないですか。私もあまり詳しくはないのですが、例えばここまではこの人、この資格を持っている人

でないとやっては駄目とかいうのが結構あると思うんですよ。そういう予防の範囲であったり介護の範囲であっても、も

っとフレキシブに動けるシステムがあればたくさんの人がたくさんかかわらなくてももっとスポットを当ててかかわってい

けるじゃないですか。何かそんなものがあればいいなと、今話を聞きながら思いました。 

 

○新宮委員 

 行政による規制改革規制改革が変わればいいということでしょう。枠が外されていけば。今以上進むということでしょ

うけど。 

 

○司会（田中委員） 

 そこら辺は可能な範囲でそういう方向にできる部分はやっていったほうがいいですよね。ほかどうでしょうか。瀬戸委

員、何か。 

 

○瀬戸委員 

 私は団塊の世代で一番数が多くて、政府の政策の施設の中で終末を迎えるのかなという気持ちもあるのですが、一

応自分としてはなるべく自立して、順番にと言ったら主人を先に見送った後の自分の身の振り方というもの、どういうふ

うに残った生を全うしていこうかということを考えたときに、選択肢としてはヨボヨボになったときに、特老のお世話にな

るか、それからグループホームとか。それともできれば家でなんとか助けてもらいながらでも死を迎えたいと思いま

す。家族から離れている場合はグループホームではなくて特老のような箱物に入らせてもらったほうが安心もするでし

ょうし、医療などのサービスも行き届いているでしょうが、自分ができる限り自分の家で住みたいと思ったときは、ボラ

ンティアや有償ボランティア、それから近所の方々など、今までの付き合いを集大成したそういう見回り役というのです

か、声の掛け合いと保健師というものとタイアップしながら１日中ではないですが、「お薬飲んだ？」というふうに交互に

様子を見に来てくれる人たちがいれば、死ぬときには１人であってもそのときは民生委員が「あら、瀬戸さん、もう死ん

でいたわ」というふうになってもいいのではないかと思ったりもします。 

 だからいろいろな死の迎え方というものもあるし、私たちはすごく老人が増える世代だからというので急いで行政に

いろいろな施設をつくってもらっても、果たして私たちの気持ちがみんなそこに集まってそこで死を迎えるものだとみん

なが思うかどうかですね。そういう死に対する思いの多様化もありますし、いろいろそれも変化してくると思うんです。

今は「老人が増えるから、さあ大変だ、大変だ」ということでこういう会もあるのでしょうけれど、「箱物だけつくって、そこ

に入れて終わり」といったらあとはどうなるのかなと思いますので、地域においては先程おっしゃっていた空き家とか、
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休校になった学校を使用したりとか、そういうふうな所で自分の思いのある調度品を置いて、人に助けてもらいながら

みんなと共に過ごしていけるとか。何かワンパターンの入れ物の中で、全部同じ色の引き出しでどの部屋に行っても

自分の所なのか分からないようなそういう部屋の中で過ごすよりも、自分の思い出の物と共に助け合いながらときどき

面倒を見てもらいながら生活ができたらいいなと思っています。 

 

○司会（田中委員） 

 非常に重要なご意見で、今の瀬戸委員はご自分に引き付けておっしゃっていただきましたが、ある意味では先程の

新宮委員のご意見ともオーバーラップするのは、それぞれどういう生き方をするのかは、一人ひとり、その人自身が決

めることで、ただその選択肢が実現可能なものとしてどれだけ地域の中に揃っているかというのはやはり地域によっ

て差があると思います。なるべく多様性ということを認めながら実現可能なものとして選べるような条件が地域であ

れ、施設であれ、あるのかどうかということでしょうね。 

 

○瀬戸委員 

 地域の推進にあたっての関係者ではないですけれども、そこに住む者としてはやはり隣近所との意思疎通ですか、

あいさつ１つにしても共同で川掃除したりということにしても日ごろからそれを培っておかなければ、お互いに援助し合

う心にはならないのではないでしょうか。 

 

○司会（田中委員） 

 それは先程、瀬戸委員から文書の中でいただいていますような、例えば一人暮らしの方が３人集まってコミュニケー

ションを取れるような環境をつくっておくとか。 

 

○瀬戸委員 

 はい。仲良しの人が何人か固まっておいて、「今日はどうしているとか、元気か」とか。 

 

○司会（田中委員） 

 そうですね。一番基本的な単位は、まさに向こう３軒両隣ということになりましょうか。地域福祉の一番動きやすい最

初の一歩みたいなものがそこら辺にあるような気はします。ほかにどうでしょうか。補足的にここの部分に関しましてご

ざいますでしょうか。 

 

○上田委員 

 今日患者さんを持っているソーシャルワーカーの部屋で話をしてたら、（患者の）行き先がない。施設がいっぱいで入

れない。病院、急性期があって、回復期があって、今度はこの病院の系列の施設を建てているから自分の所の急性

期で入ってきた患者さんをそのまま回すから、よそのリハビリの終わった回復期の終わった次のステップのおうちに帰

れない、施設も満床ですぐに入れない、そういう人の行き場（がないんです）。痴呆のグループホームも重度の痴呆は

行けない。まだら痴呆ぐらいのレベルなら行ける。本当に行く所がないんです。 

 では地域に帰るかというと、なかなかその人が地域で生活していくほどの体制は組めない。家族も不安であったり、

お仕事もあったりで見られない。本当に出ていけない患者さんがたくさんいます。（ソーシャル）ワーカーがみんな自分

の家に連れて帰って見てあげるのかとそう思ってしまうくらい行き場がないんです。もう近森が建ててよと。近森が施

設を建てるか何かしないとうちの患者さんは出ていけないし、救急で入ってくるのに出せない。（ソーシャルワーカー）

が窓口で家族、あるいは本人が話せる人だったら、「どこでどうしたいか」ということを言ったところでそれがかなう所は

ないんです。 

 回転ベッドをつくった筋ジストロフィーの春山さんがこの間言っていましたよね。「新聞の見出しに自分のことを病気と

闘っていると書かれるけれど僕は闘ってなんていないんだ。病気とどうやって仲良く生きていくかということで共存して

いっているんだよ。闘いながらは生きていけない」。本人がその病気と一緒に生活していこうと思っても周りの生活して

いく場がないから、そういうことで心の内の葛藤（かっとう）ということ。病気になったことで行き場さえも。 

 

○司会（田中委員） 

 そうしますとソーシャルワーカーの立場としてはその場合、今は相談に乗るにもちょっと答えを出しにくい状況がある

ということですね。 

 

○上田委員 

 なのに、（答えを）出さないといけない。病院とかいろいろな所の（資料を）いっぱい机の上に置いて電話をして、そこ

から断られ、「どうなってるの？」とドクターには言われ、でも行き場がなかったら無理に出す所もないわけだから、結

局出る所がないのに「出ろ」と言うこともできないし、つらいです。 

 

○平野委員 

 地域でそういう受け皿があればまたいいんでしょうけど、そこに地域での受け皿がないというところが悲しいですね。

 

第８回地域福祉計画策定ガイドライン研究会議事録



○上田委員 

 若年化してきているでしょう。生活習慣病は４０代、３０代から発症していますもんね。脳梗塞とか脳血管障害、心臓

であったりとかそういう生活習慣病と言われるものが、あまりにも早い年齢から始まって、ではその人たちは職場に戻

れますかって。職場はまず無理ですよね。仕事にも戻れない、帰る家もできない、入れてくれる所もないというような、

急性期に変に助けないほうが本当は幸せかなと思えるところも現実にはあります。 

 

○平野委員 

 食生活でしょうか。 

 

○上田委員 

 と言われていますね。 

 

○平野委員 

 子どもの糖尿病とか、そういうものの値が高いとかいうふうに、食べ物の関係でしょうか。 

 

○司会（田中委員） 

 それもありますね。生活習慣や教育面も関係してくることでしょうね。あと地域で支えるということにつきまして、社

協、行政、あるいは民生委員の立場とのかかわりで何かご発言ございますでしょうか。 

 

○和田委員 

 前回欠席させていただいていましたが、今、これをちょっと読ませていただきました。これからのことを考えたときに社

協の役割は非常に大きいのではないかという思います。特に私が今まで考えてきたのは、住民と行政、住民と社協、

それ以外に施設にしてもそうですし、いろいろな場があると思います。やはり社協と住民というのは特に高齢者を中心

にした中で、例えば昔のホームヘルパーや給食サービスなど非常につながりが強い部分もありますし、いろいろな意

味でこれから社協が頑張っていく時期にあるのではないかということをつくづく思っています。 

 浜永委員に聞きたいのですが、私が今までうちの社協に言ってきたことが間違っているかどうかということもあると思

いますが、前にもちょっと言わせていただいたのですが、市町村合併も含めて財政が厳しい。その中で社会福祉協議

会自体も財源が非常に乏しい、補助金でというような部分もあると思います。そうしたときに社協が今こういうことをや

っている。こういう成果を出しているということが言えるような状況をつくっていかないとこれから先非常に厳しい状況に

なってくるのではないかといつも思っています。 

 社協自体の仕事は非常に目に見えにくい、成果としてかたちに現れないという部分で、やはりそれをこういうことをや

っているというＰＲも大事なことだろうと思います。そういう部分で社協が頑張ってもらわないといけないし、頑張る力も

ある。それは当然それぞれの社協の体制の問題、人の配置の問題、そういういろいろな部分もあると思います。葉山

にしても日高にしてもそういう話をいろいろ聞きますとやはりそれなりの人材もいるわけですし、そういうことでいろいろ

な取り組みをされている。行政の職員はこうしたところを見てみたら、非常につらいことも書かれているのですが、例え

ば私が福祉の仕事をしていてその部分での住民とのつながりはできてくるわけです。それが職場が変わったときにま

た別の仕事でのつながりは基礎から一からつくっていかなくてはいけない。社協の職員は中での移動はあったにして

も、それほど極端な仕事の内容の変化が少ないように思いますし、そういう部分で住民と職員の人間関係もできてい

る部分もあると思います。やっぱりそういうことを考えていると、これからの社協は行政も両輪で支援したり応援する、

一緒にやっていくという部分がないとできないといつも思っています。 

 

○司会（田中委員） 

 非常に行政から社協に対する期待の大きさというものをご意見としていただきました。前に平野委員にちょっと合併

の話がありましたので、社協レベルでの合併した場合の協議が進んでいるのかどうかを伺いましたが、まだこれからと

いう段階です。そのときに比較的ちょっと話が始まっているのではないかという所を紹介していただいて聞きましたとこ

ろ、具体的にではこことここがひっついた場合、それまで社協がやっていたこちらの水準とこちらの水準、あるいはやら

れている内容を一定調整するのかしないのか。それぞれ独立してやるのか、どうするかということについて話し合われ

ていますかというふうに、比較的話し合われていると紹介してただいた所に聞きましたところ、行政の認識がまず違う。

行政と社協がそこはまさに車の両輪のように一生懸命二人三脚で頑張っているけれども、合併の相手になる所は社

協に対してそんなに大きな期待がない。別に社協がそんなになくてもいいのではないか。そうするともう合併する相手

がそんな状態ですから、社協同士がどうこうする以前に行政の意識が違う。そうするとそこから話を始めないといけな

いということで、まだそこまで実質的には進んでいないという。 

 

○和田委員 

 さっきの合併というのは町村の合併ということで、仮に町村の合併にしても社協の合併にしても当然レベル差は違う

わけです。こういうレベル差が違うときに高い所を下げるのはしよいわけですね。それではなかなか住民が納得してく

れない。ですからここ（高い所）へ近づけていく。例えばここ（高い所）が１年、２年足踏みをしながらこちら（低い所）を

引き上げていくことにしないと、こちらで高いサービスを受けていた人が納得もしないわけです。当然それに近づけて
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いくことで、こちら（低い所）の人にも喜んでいただけるということで、こちらは足踏みしていても１年、２年、３年、５年か

けて引き上げていくようにする。私が見ていて町村の合併というのは、財政的に考えたときには地方交付税であった

り、国の補助金や県の補助金であったり、税収にしてもそれほど極端には違わないわけです。社協がやっている、行

政がやっているということを別にしても福祉関係を見たときに、特に社協の場合は（レベルに）開きがある。非常に町村

の合併よりもまだ難しい部分があるのではないかとつくづく思います。 

 

○司会（田中委員） 

 そういう場合もあれば単独でいかれる可能性も市町村によってはあるわけですが、まずは単独か合併かはとりあえ

ずおきましても、今後そういう激動の中で社協の果たしていくべき役割ということで期待もご意見もありましたが、浜永

委員何かございますでしょうか。 

 

○浜永委員 

 社協の役割は本当に地域福祉計画ということ自体からもそうですけれども、非常に重要な役割があるのではないか

と思います。今日はいろいろお話を聞かせていただいて、ちょっと個人的なことになるのでどうしようかなと思ったので

すが、最近私が感じたことが社協の役割につながるかどうか分かりませんが少しお話をさせていただきます。 

 ある高齢者の二人暮らしの人です。ご主人は施設にいらっしゃっていて、奥さんはうちの生きがいデイサービスを利

用されているケースです。その二人暮らしの方は介護サービスを利用せずに施設も利用しなかった場合は、元気な奥

さんも倒れてしまうかも分からない、医療費もいるかも分からないという面があります。だから片方で居宅はどうとか、

施設がどうということではないのですが、ご主人は施設に入所されている。奥さんは夜はぐっすり眠れて自分は健康デ

イサービスを利用して自分は介護予防に努めている。そしてその生きがいデイサービスを利用した日のお昼休みに隣

の施設のご主人に会いに行く。そういうケースもあります。 

 それから重度の障害者の一人暮らしの方が在宅で生活をしているケースもあります。「いや、あの人は在宅で生活

できるのかな」と思われる人がたくさんいても、その人が在宅で生活がしたいということで、できる居宅サービスという

のは施設と違って２４時間サービスではないのです。でもそういったいろいろなサービスを利用しながら、その中で小

地域ネットワークとか隣近所の人のインフォーマルなサービスもないと在宅では生活できていかないと思うんです。緊

急通報装置という機械が付いても、それが夜中に鳴ったときに駆けつけてくれる隣近所の人がいないとそれは機械で

しかないと思うんですね。だからそういったところを考えていく。 

 日高村だったら日高村に必要なものというものも考えていかなくてはいけないのですが、その人、その人によって望

んでいることも必要なものも全部違います。そういったニーズを把握していって、それに必要なサービスは構築してい

かないと、隣の町村がこういうサービスを毎日やっているから日高村でもやらなくてはいけないということもないだろう

し、合併をしたとしても本当に必要なサービスをしていけばいいのではないかと思っています。 

 それと社協の役割ということで先日福祉教育で、ある中学校を訪問させていただきました。その中学校の担任の先

生が「今日の午後ある老人ホームに訪問に行きます」と私に話をしてくれました。その先生は訪問に行く前に高齢者の

疑似体験をしたいということで、うちの福祉センターで先日高齢者疑似体験、うらしま太郎をしてそれからその日の午

後施設訪問をするという話を聞きました。たまたまその日の午後だったので、私はお昼ぐらいだったのですが帰ってき

て、事務局長に「いやー、そんな施設に子どもさんが行くのだったら、生きがいデイサービスに来ている元気な高齢者

もぜひそこに行かせてもらいたいので、急ですが連絡をしてもらえませんか」という話をしました。施設のホールがあっ

てそこにその中学生が来て、歌を歌ったり、笛を吹いたりいろいろなことをするわけです。それを生きがいデイサービ

スの人も一緒になって聞いたりしたわけです。そのつなげるということが私たちは社協の役割だったと思います。 

 うちがやっている生きがいデイサービスは介護保険の対象外の人が来ているデイサービスですので、その人は隣に

施設があってもなかなか先程のご主人が入所している奥さんのようにはいつも施設へと今までやっていなかったので

すが、何かそういう機会に施設の入所者の方とも交流をしたらと思いましてこの話をしていました。そうしましたら入所

している方も地域の日高村の方がみえてそこで何年振りかに会ったという人もいて、一緒に隣り合って、子どもさんは

自分たちの地域の中学生が来てやってくれた。でもその話を私が知らなかったら多分施設と学校だけのことで終わっ

たのではないかと思うんです。そこをやっぱり、「ああ、うちの元気な高齢者も一緒に行って」と考えて連絡をしてつな

げたのですが、ではその後、中学生がただ笛を吹いたり、歌を歌ったりではなくて、ずっと民生委員の所に来て、一人

ひとりお話をするんです。だからそういったことも生きがいデイサービスで来てくれている人も感じてくれただろうし、そ

れからその施設に入るときに「私らあも一人暮らしやき、今は元気で生きがいデイサービスを利用しゆうけんど、いつ

この老人ホームにお世話にならないかんかも分からんき、入ったことない、見にきたことないき、今日はちょっと見せて

もらおう」と言って見ていったんです。そういったところをつなげていくということも社協の役割ではないかと思います。

だからこれが社協がやったりと数字とか、そういった表とかでは表せない部分がいっぱいあると思うんですが、やっぱ

り常にアンテナを張ってというか、施設や学校とかもその地域の中の機関と思いますから、そうした所と少しでもつな

げていけたらというふうに日々考えていくのが役割ではないかと思います。ただ社協の役割というものをきちっと行政

に理解してもらえるようなこともしていかないといけないのではないか思っておりますので、その辺はまた課長さんなん

かにもご相談させていただいていろいろとお知恵を貸していただきたいと思っております。 

 

○和田委員 

 今言われたようにいろいろな活動をされているわけですよね。それを行政に対して、例えば町長であったり助役であ
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ったり課長であったりという部分へ極端に言ったら「社協はこんなにやりゆうんでよ」ということを知らせるというか、知

ってもらうというか、何かそういうことはやられていますか。 

 

○浜永委員 

 そうですね。まずいろいろな事業や活動の会にはすべて呼ぶことですね。だから地域へ入っていくと小地域ネットワ

ークなども、市長を含めて課長さんには呼びかけをしてじかに話してもらうということです。それとそれからこういうサー

ビスが必要だというニーズが挙がってくれば、それはやはり具体的にデータのようなものも示していかないと分かって

もらえないと思います。 

 

○和田委員 

 それが大事なことだと思いますね。知らしていくことで、社協がこういうことをやりたいということも分かってもらえる部

分もある。 

 

○浜永委員 

 介護保険が始まるときに、うちでは移送サービスを始めましたが、そのときもかなり調べました。財源が伴うサービス

になってきますとデータを行政に対して示さないといけない部分がありますので、その辺はやりました。それから財源

がなくても始められる活動や事業もありますよね。だから民生委員、児童委員の活動から始めて成果を上げて、行政

に働きかけをするというような方法も今まで生きがいデイサービスの中でやってきました。でもまた今ここで財源の問

題とかいろいろな問題があって、それも大きく変わってきている現状です。だから今までこうだったからこれでいいかと

いうようなものではないと思います。そこをでは財源を今年はどうするかとか、来年はどうするか、将来的にではどうす

るかとか、そういうことは常に話をしていかなくてはならないと思いますし、社協内部でまず目指すものも話し合いを常

にしておかないといけないのではないでしょうか。 

 

○上田委員 

 ５３市町村を知るソーシャルワーカーでないといけないということで、入ってすぐに社協の大好きなうちの上司が「高

知県は５３市町村ある中で今最も福祉が先進している村は日高村だ」と言ったのは、私は浜永委員のきめ細かな本当

に地域に根ざしたことをやっていこうというそういう積み重ねだなあと感じます。 

 

○司会（田中委員） 

 非常にまとめていただくようなお話もいただいたわけですが、ちょっと上田委員はお忙しくて途中退席されるようで

す。時間的な関係もありますが、高橋委員なり板橋委員、地域福祉推進にあたって関係者の果たすべき役割という

所、あるいはその他の所でちょっとこれだけは言っておきたいということがございましたら。 

 

○板橋委員 

 今、助成金をもらって障害児の就労に関する意識調査をやろうかという話をしています。その準備にあたって高知市

の障害児者の生活状況の集約と高知市の障害のない児童の調査がありますので、それらをいろいろ見ているところ

です。自分たちの所は障害者の所で大人のほうの情報はある程度知っているつもりではあるのですが、そういった幅

広いこれから社会に出る子どもたち、または親。そういった情報をどれだけ持っているかによって自分たちが果たすべ

き役割が変わってくるのかなと思います。例えばもちろん障害者が２０歳から６０歳になれば高齢になってくると障害も

出てきますし、その前に子どものときから親に対するアプローチの仕方であるとか、子どもに対しての情報の流し方、

そういったものが分かっていないといつまでたっても変わらないところは変わらないというのがちょっと分かってきまし

た。やはりそういった関係者が幅広い情報、子どもだけではなくて例えば高齢者の問題にも及んでくる分野もかかわっ

てくるでしょうし、もちろん社協の方たちとの情報交換も必要になってくるだろうと（思います）。浜永委員もおっしゃった

ように自分たちがアンテナをどれだけ張っているか。もしくはそういった自分たちに関係しないものでもどこまで取り入

れるかということも１つあるのではないかと思っています。 

 

○司会（田中委員） 

 どうもありがとうございます。非常に重要なご指摘をいただきました。高橋委員さんは何かございませんか。 

 

○高橋委員 

 居宅ということでかかわらせてもらっていますが、浜永委員のお話をちょっとお借りして意見を述べさせていただきた

いと思います。高齢者の二人暮らしで、奥さんが家で生活されている分に私たちは温かい目を向けていきたい。また

隣近所にも声をかけて「お父さんが施設に入られたそうで１人になったき、温かい目で見て毎日情報は入れてください

ね」という感じで見守りができたら人間として最高かな（と思います）。それでまた変わったことがあったときに社協につ

なぐ、保健センターへつなげることがお父さんも安心して施設におれる、奥さんも家庭で安心して生活できるというお

手伝いができたらなというふうに思います。施設うんぬんではなくて、どうしてもやむを得ず施設でお世話になる方もい

られるでしょうし、居宅サービスを受けながら自分の生きがいとして生活できる人はそれでいいと思いますが、なかな

か家庭の状況、環境もありますので、施設のお世話になりながら自分の意志も貫きながらというふうにお手伝いでき
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たら最高ながですけどね。お家に帰れるということが最高の生きがい、生き方ではないかと思います。やむを得ずとい

うのはちょっとどうかと思いますけど、自分の意志に沿わないところでもやむを得ず（施設に）入所する場合もあります

ので、いつでも帰れる状態につなげていけたらなと思います。 

 

○司会（田中委員） 

 ありがとうございました。 

 

○玉里委員 

 先程から社協の役割が大きいということで浜永委員から具体的なお話をいただいたりとか、いろいろ今までに取り組

んでこられた活動もあると思います。皆さんとは違うかもしれませんが、これは私の考えなんですが今回の地域福祉

計画のリーダーシップは社協ではないかと思っています。行政とのパートナーシップを発揮するであるとか、県政的な

ところに絞って社協の特徴を出すとか、ご意見はよく分かるのですが、やはり社協が地域福祉計画ではリーダーシッ

プを取っていくということが必要だと私は考えています。この研究会も実は県が主催して開催しています。ガイドライン

が一定できて市町村に行くわけです。市町村が多分みんなやらなくてはならないというふうにして、そこで今まで社協

との連携があまりできていなかった市町村、行政が一生懸命やっているけれどもできないと。多分これは次の方法論

にもかかってくることなんですが、できないのではないかということも非常に心配の種で、かといってでは社協に投げた

らいいという問題でもないのですが、多分このガイドラインは行政にも下りていくのだろうと思いますが、行政が必ずし

も今までのいろいろな施策のようにリーダーシップを取るのではなくて、ここは社協がリーダーシップを取りながら行政

とパートナーを組むとか、何かそういった今までとちょと違う講造をつくらないといけないのではないかなというふうなイ

メージがあります。それは多分次の方法論にもかかわってくることだろうとは思うけど、私個人の意見ですけど強く思っ

ています。 

 

○司会（田中委員） 

 やはり地域福祉ということで社協が積極的な役割を果たす。それでまた行政との関係も築いていくということですね。

今、玉里委員がおっしゃったように、それは計画の策定体制ということにもかかわっていくわけですが、そこでもまた玉

里委員をはじめとしてご意見をいただきたいと思います。今まで多数、ご意見をいただきましたようにちょっと私の（例

の）出し方が良くなかったのかもしれませんが、施設か在宅かという二者択一でどちらかがなくてはいけないというの

ではなくて、やはりそれぞれが希望するような暮らし方、生き方ができるという自己決定に合わせられるような環境が

それぞれの地域の中にちゃんと整っているのか。その場合の条件は決してハード面だけではなくて、人と人とのつな

がりというネットワークも含めた、ソフト面を含めた意味で条件があるということが重要ではないか。それが結局障害を

持っていても、あるいは病気を持ったとしてもその人らしい生き方ができるということにつながる。自己実現ということに

（つながる）。最終的な目標はやっぱり一人ひとりがその人らしい生き方ができるような地域をどうつくるのかということ

になっていくのではないかと思います。 

 そういう意味では例えば先程玉里委員、浜永委員からもお話しいただきましたように、そういった場合にいろいろな

可能性のある人を結びつけていく、あるいはいろいろな出会いを結びつけていく、コーディネートをする上で、例えば社

協の果たす役割も大きいし、民生委員、その他いろいろな関係者の果たすべき役割も大きいのではないかと思いま

す。 

 

○板橋委員 

 関係者の果たすべき今少し話を聞きながら（思ったのですが）、僕の所は無認可の民間の団体なのですが、行政と

違うというのは、多分行政や社協は公平性が求められていると思います。その地域に対して同じようなサービスを与

えるというのがあると。自分たちはそういう面に対してはある意味不公平でもいいんです。障害者施設（ですので）、障

害者の働ける人に対するサービスがどれだけできるのか。そこを深めればいいというのが多分違うと思います。行政

と民間の果たすべき役割は必ずしも一致はしない。そこで行政がそういった民間団体と一緒に地域福祉を考えるので

あけば、それを認知した上でやらないといつの間にか民間が行政側にすり寄ってしまって、公平性ばかりが求められ

てしまって特異性がなくなる。そこら辺をでは行政もそこに力を入れてもらいたい。情報も流してもらいたい。それによ

って力を蓄えた民間は独自性を持って広げることもできると思います。やはり県が考えたガイドラインになるとそこら辺

が均等化になることによって地域福祉の特異性というのは薄められていくという不安があるので、そこを少し詰めてい

ったほうがいいのではないかという気がします。 

 

○司会（田中委員） 

 基本的な地域福祉、システムという言い方をすればいろいろな層があるということですね。一番ミニマムな部分で言

えば、行政の果たすべき責任ということは公平、平等ということで、セーフティーネットで一番……。 

 

○板橋委員 

 重要なところにあると思いますけど。 

 

○司会（田中委員） 
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 責任を果たすべきところは果たしてもらわないといけない。ただ行政も法律、予算、議会にかなり縛られますから、法

律、予算、議会ではどの人も平等にということで機動力も弱かったりしますので、そういう点では作業所なり、あるいは

その他もろもろのＮＰＯやボランティア団体はそういう意味でどの人にもすべて普遍的なサービスはできないけれども

スポット的な機動力はものすごくあるということですね。 

 

○板橋委員 

 モデル地域とかモデルサービスをつくって、一定期間のお金とか時間を入れていくというかたちでも可能かなと思い

ますけど。 

 

○司会（田中委員） 

 行動としてそれを示すことによって、それがまた先駆的な役割を果たして行政に目を向けてもらうことにもつながるわ

けですね。また社協は社協でそういった個別的なボランティアやＮＰＯの活動とは違って、それはある程度コーディネ

ートをする役割も果たしますし、行政とある意味同じように広い視野で高齢者も障害者も児童も全体に見ているけれど

も、行政のようにすべて法律、議会、予算というかたちとはちょっと違ってあくまでも民間としてだけれども、広い視点で

そういった地域福祉（をする）。さらに個別的なボランティアやＮＰＯ団体などはもっとスポットになっていくということで、

やはりそれぞれ違うけれども比較的スポット型の所もいろいろ連携しあって、地域全体を一応視野に収めている社協

が民間の立場で大きく行政とは違う意味での柔軟な公共性というもの。 

 

○板橋委員 

 得意分野がそれぞれ異なることによって地域福祉の役割に生かされると思います。それがどこかに吸収されること

ではないというかたちが望ましいと思います。 

 

○司会（田中委員） 

 そうですね。それは今後、それぞれがどのような役割を果たすかというのは地域福祉計画の中でもそういう自助型

の部分や、行政を中心とする公助の部分、あるいはいろいろ協力し合う共助の部分というのを、それぞれの市町村が

ある程度明確に守備範囲、役割を明確にしながら地域福祉計画の中でビジョンとして打ち出さなければいけません。

それは具体的にはそれぞれの市町村で判断すべきことですけれども、少なくともそういった行政もきちっと果たすべき

部分、それから社協などがいろいろコーディネートしながら地域全体を見渡して柔軟な公共性を発揮すべき部分。ある

いはもっと個別性を発揮するそれぞれの団体の役割。もちろん一番の中心は住民ということになりますが、そういった

役割を明確にしながら地域全体としてどういうビジョンにするのかということを、ここでは打ち出してもらわなければい

けないということになりますね。どうもありがとうございました。では、休憩を取らせていただきたいと思います。 

 

（休憩） 

 

○司会（田中委員） 

 （オ）地域福祉計画策定上の技術的課題です。ちょっとそれにかかわるのではないのかなという資料を若干用意して

いただいております。それから玉里委員からも「地域づくりワークショップ」という魅力的な資料を出していただいており

ます。私のほうはコピーがちゃんとできていませんので、また事務局にお回しします。最初のとっかかりとしまして、ワ

ーキンググループという言葉を私のほうからも出させていただいていますし玉里委員からも出ています。 

 この下の右隅のページで言いますと二重丸で囲んだ３です。これは鷹巣町という非常に有名と所ですがワーキング

ループをやっています。これは福祉分野だけでも第１グループから第１０グループまであります。これは決して福祉だ

けではないです。あとは地域の活性化とか商店街をどうするかとか、若者に魅力的な町づくりをどうしたらいいのかと

か、あるいは遺跡を保存するためのグループとか福祉だけではありません。福祉だけでも１０ぐらいのグループがあっ

て、自分たちの問題意識やニーズに合わせてグループがまさにアメーバーのようにできていったり、問題が解決したら

なくなるものもあります。たくさんいるグループもあれば、たった１人のグループもあります。要するに町長にいきなり陳

情とか圧力は一切受け付けない。「こういうことをやってくれ」と言ったら、「では自分で何ができるかを考えてください」

と町長はボールを投げ返します。それで自分たちで調べるわけです。 

 大きく分ければ次の４ページに書いていますように３つに分けられます。「すぐにできること」「少し工夫すればできる

こと」「予算化しなければできないこと」。すぐできることというものはでは自分たちでやろうじゃないかということで、すぐ

にワーキンググループが行動に移すわけです。ただ考えないといけないことは工夫してやる。どうしても予算が必要な

ことは、政策提言として今度は議会に持っていく。ここのワーキンググループの出した提言というのは福祉分野だけで

もだいたい９０％は議会で通っている。ほとんど民主主義に近いかたちになっているということで全国的にも注目を集

めています。その中で住宅改修の問題、移送の問題、ミニデイの問題などいろいろあります。これを住民が自分たち

で調べて、自分たちで方法を考えて実行に移していく。どうしても行政施策として必要なことは提言というかたちで結ん

でいくということです。問題が解決すればいつまでもそこにこだわらず次の課題に移っていくということです。 

 それからその次の５、６ページは足立区の例です。この研究会でもコミュニティービジネスという言葉も若干出てきま

したが、これはかなり都市型ですが足立区はプラチナマーケットということで、これは介護、医療ということに限定せ

ず、これは連携のほうにかかわるのですが、６ページに書いていますように「物品購入」「生活基盤」「商業・サービス」

第８回地域福祉計画策定ガイドライン研究会議事録



「生きがい・情報」「移動」こういう高齢者のあらゆる生活分野について民間企業、ＮＰＯ、ボランティア団体、共同組

合、ＪＡであろうと生協であろうと、いろいろな団体が要するに高齢者を市場としてとらえて、自分たちがそれぞれ勝手

にとにかく売れればいいというのではなくて、まさに地域に根ざして地域に貢献するというコミュニティービジネスとして

一種の社会的ミッションを持ってお互いが連携し合って、足立区全体の町づくりを考えるということをやっています。こ

の中にはもちろん医者という場合もあります。例えば、医者が在宅で診療したいというのであれば、最近の家には鴨

居（かもい）がない。鴨居をつけるにはどうしたらいいのかというと今度は建築のほうの業者と話し合うわけです。そう

いう中で連携しあって、一人ひとりのニーズに対してお互いが結びつきながら総合的なサービス提供を目指す。それ

をビジネスとしても成り立たせていくというやり方です。 

 それから先程の玉里委員との関係で、この間の学会でも出ていましたが、地域福祉活動計画と地域福祉計画がどう

するんだという議論がどうしてもこれは必ず出てくると思いますし、高知県下でもすでに出ています。ちょっと京極先生

の論文を写させていただきました。その中で地域福祉計画というのは行政レベルなので、民間レベルの活動計画とは

相対的に区別する必要がある。これは８ページです。その次の９ページに相対的な図が描かれています。その次の１

０ページ、これは牧里先生の文章を引用されているのですが、「地域福祉計画は公私合同の計画であるので、単なる

福祉行政計画でもなければ、住民の福祉活動計画だけでつきるものでもない。最終的には行政と社協が協力し合っ

て策定する計画である。社協にとってはその地域福祉計画に協力することが社協の強化、発展につながる。あるいは

住民ニーズの把握ができる。住民の組織化が促進される。住民と職員の最大の学習機会。５番目に、あるべき社協

像を明らかにすることにもなっていく」ということです。ですから社協がなんらかのかたちで地域福祉計画にかかわって

いく、協力していくということ。だからといっても、活動計画を独自につくることは別にあってもいいとこういうことですね。

それで地域福祉活動計画は社協の専売特許だという考え方もちょっと古くなっているのではないか。いろんな協同組

合、ＮＰＯ、それぞれが福祉活動計画を持っているので、そこもちょっと考え方を出せないのではないかというご指摘も

あります。「その活動計画というものも結果的には地域福祉計画の内容に影響を及ぼす。活動計画に盛り込まれた目

標というのは地域福祉計画の一環をなす。あるいは目標ということを直接示さなくてもその活動計画が地域福祉計画

の実施を円滑にさせる」というようなことも書かれております。この間、愛知県の高浜市のお話も聞きましたが、計画活

動で一番中心になるのは住民自身がそれにかかわっていくということで、単なる計画を策定するのではなくて、計画を

通じた住民自身の活動であるということですね。 

 これに関しまして私なりの活動計画と地域福祉計画との関係はどうなのかということは、京極先生の意見そのまま使

わずに、この間厚生労働省の課長の話もありましたけれども、だいたい落としどころはここら辺かなというのは、④地

域福祉計画の策定体制の所で書かせていただいております。もちろん最初からそこにかかわって議論してもいいので

すが、④の（ウ）に下線を引いて書かせていただいております。一体的に策定してもいいのではないかというのが厚生

労働省の課長のご発言です。ただ地域福祉計画の中にはこれまでの３計画とか、行政施策の部分もやはり含まなくて

はいけないし、それから社協の活動計画は活動計画で取り入れてもいいのですが、はやりそれに尽きないものもある

わけです。社協とのかかわりが薄い中でそれぞれいろいろな活動をやられている。そういったことも地域福祉計画とし

ては視野に入れていかないといけないので、社協がかかわる部分だけの計画ですべてが尽きるものでもないのでは

ないかという。そこら辺は注意していくならば一体的に策定してもいいのではないか。逆に、独立させてつくるとしても

オーバーラップする部分は当然出てくるたぜろうと書いております。 

 つまり公と民という言い方をすれば、公の部分もやっぱり地域福祉計画の中には入ってくるし、民の部分は当然入れ

なければいけないのだけれども、それは社協がかかわっている部分だけに尽きないということで、活動計画ですべて

尽きるものでもないのではないかということ、これは私の個人的意見です。 

 一応順番にいってもいいのではないかと事務局でもおっしゃっていただいていますので、それぞれをどこに分類する

のかという問題もありますが、まず地域での生活課題を明らかにするにする方法につきましてご意見を何人かの方か

らいただいております。まず技術的な課題。では地域福祉計画をつくっていこうと言った場合、どういう方法が考えられ

るのか。まず生活課題を明らかにしなければいけない。ここに関しましては何かご意見ございますでしょうか。 

 

○和田委員 

 田中委員がアで書かれております「地域エリアを明確にした上でうんぬん」があるわけですが例えばうちで考えた場

合、１つは集落、次に学校区、旧村単位であるとか、それから全町的にという部分で進めていくということがあると思い

ます。例えば集落単位で考えたときにいろいろな問題がある。それを地域の住民の人が果たして自分たちの課題とし

て誰かがそれを引き出してやると言いますか、何かそういうことにかかわっていく人がいないと、なかなか地域の課題

化してうんぬんという話にはなっていかないのではないかということをつくづく思います。それを地域集落の問題、課題

として一人ひとりが考えるきっかけをつくる人が必要ではないかと（思います）。そうした中からここにありますように、

ワークショップや座談会なり地域での話し合いの中でどんどん引き出す人が非常に大事なことではないかと（思いま

す）。いろいろな地域での懇談会とか、例えば社協がやっている出会い、ふれ合いの懇談会を定期的にというか、民

生委員の受け持ちのいくつかの集落を対象にしてやるのですが、こっちから投げかけてやって引き出さないと話しが

出てこないという部分が非常にあるわけです。ですからどんどんそういうものを出してもらっていく中で、そこの地域の

問題点であったり、課題をみんなが共有して考えていくことが大事なことで、それができてない部分もあるのではない

かと考えることがあります。 

 

○司会（田中委員） 
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 問題提起になるようなご発言だと思いますが、例えばそれぞれの集落で懇談会などをやる、あるいはそういう生活

課題を明らかにしていこうとする場合、動機というか、きっかけになるような人がいなければ難しいのではないかという

ことですが、どうでしょうか。 

 

○玉里委員 

 いろいろとご経験のある高橋委員、浜永委員から聞くのが一番いいと思います。その前にまずお示しいただきました

社会福祉の権威の先生方の文書は私も不勉強で、「ああ、なるほどと」。理論的にはすっきりしてますが、現実的では

ないのではないかという思いがありました。かなり行政が力を入れて今まで地域福祉活動をされていた所が、社協を

指導しながらそのパートナーシップを演じてきた所はこういうかたちになるんだろうなという感覚がします。今からこうい

った具体的な地域の生活課題を明らかにし、地域福祉計画を策定していこうとする地域がこういったかたちでのパート

ナーシップ、今お示しいただきました資料の９ページ、１０ページのような区分をして活動計画が連携できるのかという

ことはかなり疑問かなという印象を持ちました。 

 その上で、では具体的に住民参加で地域の生活課題を明らかにしていこうとしたときに、誰がまず「やる」ということ

を宣言していくのか。どの区域でやっていくのか。それも住民が決めていくのかもしれないけれども「とりあえずここの

小さい区域でやってみましょう」と言うのを行政が言うのか、社協が言うのかでもだいぶ違ってきますね。初めからリー

ダーがいないといけないということではないと思います。ある程度の目的のグループが決まればそこにおのずとリーダ

ーは生まれてくる、リーダーは育っていくものと思います。マンパワーでリーダーがいないとできないんだと、先進事例

を見ると必ずそうですが、それはそんなことはなくてサポートする仕掛けをきっちりとしていけば、住民は参加してくるも

のだと思います。その辺は浜永委員が今までの事例で経験上もお持ちだと思います。住民がどうすれば顔を出してく

るのか。どうすれば下を向いていた顔が上がってくるのかというところは、そういう意味でのリーダーという言葉を私は

使っていますが、自分が引っ張っていくというリーダーではなくて、住民が表に出てくるための仕掛けを誰がしていくの

かということが第一歩として重要なことだと思っています。 

 

○司会（田中委員） 

 日高村では前回ご紹介させていただいたアンケート調査をやられていますが、浜永委員さんがおっしゃっていたこと

で私の記憶に間違いなければ、これからは住民自身がワークショップなどのかたちでもっと主体的にかかわっていくこ

とが必要だ。あるいは高橋委員がおっしゃったように「民生委員が、民生委員が」ということではなくて、住民が今度は

もっと前に出ていくのをむしろ民生委員が後ろからサポートするということもより住民が主体的になっていかなければ

ならないのではないかということもおっしゃっていたような気がしますがどうでしょうか。生活課題を明らかにしていくと

いうこと、あるいは今まで気づかなかったことが明らかになったということもだいぶ前に浜永委員がおっしゃっていまし

たが……。 

 

○平野委員 

 この間の日本地域福祉学会の発表の中で地域福祉計画を社協がもっと住民参加の事情を知っているから社協がリ

ーダーになるべきではないかというようなことを皆さんが思っていたようですが、実際に社協の職員自体が私が前回も

言うようにＫＪ法とか、技法的なものを社協自体も知らない。行政も知らない。行政も社協に期待をしたらそこで肩すか

しを食ったというような事例の話を聞きました。玉里委員と休憩時間に話していたのですが、そういう技法、どういうワ

ークショップの仕方があるかどうかという手引書のようなものをやはり県社協として役割的にはつくって、市町村社協

なりに示していって、誰がリーダーになっても使えるようなそういう技法が分かるものを示していく役割があるのかなと

いうことをすごく痛切に感じています。今、市町村社協の役割がこれくらい過大なときに、一部の社協だけが進んでい

るということは県社協としてはすごく恥ずかしい思いをずっとしていますので、やはり県社協として１ついろいろな仕掛

けをしていくところも必要ではないかということを感じています。 

 

○司会（田中委員） 

 それぞれの市町村、あるいは特にその中で住民が主体になることは間違いないのですが、最もテクニカルな部分で

こういうことは知っておいたほうがいいのではないか。具体的にどうやるかはもちろんそれぞれの市町村が主体になっ

てやるわけですが、そういう意味では大学も場合によっては協力関係をつくって、学生もＫＪ法などをやったりしていま

すし、そういったことも必要ではないかと思いますね。ほかはどうでしょうか。この生活課題を明らかにするという方法

という所で。 

 

○玉里委員 

 その方法論のところでいろいろな本を見ましても、今まで少し日陰だった調査とワークショップという言葉がすごく出

てきたなという感じです。調査をする者から見ますと、私たちも大学人として反省すべきことがあって書かせてもらいま

したが、調査のための調査はやめるべきです。今回の地域福祉計画でもいろいろ調査に取り組まれている所もありま

すが、おそらく住民に何をするのかといったときに、思いつくものとしてアンケート調査というものが１つ出てくると思い

ます。「住民の意見を聞きましょう」ということでアンケートする。 

 ２つあります。アンケートをするのは非常にいいことなんですね。自分たちでアンケートをつくってアンケートを持って

訪問に行くとそのデータ以外のことでいろいろと知っていくことがあるわけです。そのプロセスの中で学んだりとか、そ
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のプロセスの中でその地域を知っていくというものがあります。これはすごくいい効果か上がると思います。単に結果

の数字だけではなくて、一緒にアンケート調査に取り組むというところで住民が参加していくことはあるのですが、実際

にはまとめることができないというか、本当は手集計でもアンケートはできるのですが、やはりコツとか、そういうものが

ありますね。今はパソコンもありますからいろいろと集計も簡単になっています。例えば行政がする意識調査なんかは

コンサルにお願いするようなかたちをとってきたので、アンケートというと何か難しいものであってできないものだという

のがありますよね。でもそれほど難しく考えなくてもいいし、またいろいろなテキストもありますので勉強もして、リーダ

ーは社協なのか役場なのか、または住民の中から出てくるのか。住民の中から出てきたらいいなと思いますけど、こう

いうアンケートの勉強もしてリーダーシップをとりつつ、いろいろな住民がかかわって、また手ごわいものと思わずにそ

こにかかわることでそのプロセスで学んでいくものがある。そういう意味でアンケートや調査は非常に有効ですので、

（ウ）の所で「住民学習型の調査活動」と書かせてもらったのですが、研究用調査という意味ではなくて、自分たちもそ

れをしながら学んでいくのだというような調査活動というのはおそらくどの地域もしないわけにはいかないだろうと思い

ます。地域福祉計画をつくるにあたって、調査活動を抜きに計画は出ませんので、まず何らかのかたちで調査活動は

どの地域でもなされていくだろうと思います。 

 

○司会（田中委員） 

 地域社会学などでもいろいろと調査を玉里委員がやってこられましたので重要なご意見をいただきました。あるいは

平野委員がおっしゃったテクニック的なところで参考になるところはいろいろ利用していけばいいと思います。ただこれ

は私の個人的な意見になりますが、一番最初のとっかかりは先程和田委員がおっしゃったように、集落の人が自分た

ちの地域のこととどれだけ向き合えるのかということが出発点になるような（気がします）。要するに自分たちがその地

域をどういう町にしたいのかということ。あるいは集落なら集落でどういう地域にしたいのか。そのために今何が問題

なのかということ。これは人によってそれぞれ問題意識や関心は違うと思いますが、そこら辺はある程度ざっくばらん

に出してもらう。それは場合によってはＫＪ法ということになるのでしょうが、どうでしょか。 

 最初からちょっといきなりテクニック的なところで入るとそれだけではひょっとしたら引かれてしまうかもしれませんの

で、ざっくばらんに話してもらえるという雰囲気、そういう機会が最初の一歩のような気もするのですけれど……。これ

は私の個人的な意見ですが、他の方はどうでしょうか。あるいはそういったことをやってみたけれどもどうだったという

ようなお話でもかまいません。今回の計画は先程玉里委員がおっしゃったように、調査のための調査で終わってはい

けないわけですね。実際に自分たちは何ができるかということを考える。実際に動いていくということも視野に入れな

ければいけないわけです。 

 

○玉里委員 

 私は調査屋ですが、調査というのはそれほど万能でなくて、必ずしもしなくてもいいんですが、多分するだろうという

方向が見えているということでちょっと言っておきます。もう１つ、前に戻るのですが、本当は調査などをする前に「この

地域はいったい何なのか」という課題を見つけてブレインストーミングで話し合う必要がありますよね。そのときに私が

１つ心配するのは、福祉のことを考えようと思うとどうしてもネガティブな足りないものとか、助けなくてはならないもの

は何なのという話になると思いますが、そうではなくて、もっとこの地域のいい所は何なのとか。必ずしもネガティブなと

ころでの課題。課題というとどうしても克服すべき課題とか問題点ばかり見てしまうと思うんです。これは教育の場合も

同じですが、ここに資源と書きましたが、もっとここにはこんないいこともある。もちろんワークショップの段階でそれは

整理しておかないといけないのですが、この地域にあるいいものは何かなということも必要で、やはり先進的に取り組

まれているところは、そういういいものを見つけていく。ないものねだりばかりではなくて、その地域にあるものを見つけ

ている。そういう動きはあるのではないかと思いますので、ぜひまたほかの委員の取り組まれている事例もお聞きした

いと思います。 

 

○司会（田中委員） 

 それは非常に重要ですね。ネガティブだけではなくてポジティブな面、いいものを積極的に生かしていく。そのために

はどうしていくのかということもやっぱり重要ですね。そういう視点も同時に併せ持つことですね。ほかにどうでしょう

か。 

 

○玉里委員 

 ご意見が出るのを待っているのですが、せっかくなのでちょっとご紹介します。１回目のときにお配りさせてもらいまし

た農村の活性化の領域のワークショップの方法ですが、どんなふうにしていくかという冊子です。 

 これは福祉に限らないのですがどんな方法でするのかという手順であったりとか、あるいは地域づくりのワークショッ

プ、これは地域づくりや農村の活性化です。ここが地域福祉で町づくりというキーワードに変わってくるかと思います

し、先程鷹巣町の事例もお話ししていただきましたように福祉もあるけれども文化活動もあるとか、文化活動を生き生

きとやることが健康につながるということもあります。そういうテーマが流れて出てくると思います。住民が考えてやって

いっていく事例が冊子になっています。こういうものの高知版みたいなものがあると非常にいいのではないかと（思い

ます）。 

 先程も言いましたように調査やワークショップが急に今言われて、どういうふうな方法でやっていくのかをあまり知ら

れていないのではないかと思いますので、ぜひ今回のガイドライン研究会が終わったら県社協なりでこういったものも

第８回地域福祉計画策定ガイドライン研究会議事録



つくっていただいて、１つのモデルを見せていただくのもいいのではないかと（思います）。もちろん今までやってこられ

た所は今までやってこられたかたちで進められたらいいと思うし、これが絶対的ではもちろんないのですが、やっぱり

こういった１つの指標みたいなものがないとちょっとワークショップとか調査と言われるとすごく難しいもの（と感じて）。

だから結局できないからコンサル（に頼むということ）それは避けたいなという感じですね。 

 

○司会（田中委員） 

 この４ページにありますようにいろいろなテーマがあるのではないかという、先程おっしゃられた話と通じるようなこと

で、地域を再発見するということにもつながりますでしょうか。非常にこれは参考にさせていただけるものではないかと

思います。 

 

○平野委員 

 研修会で使ったもので自己紹介を書いて「私の町はこんなすてきな所です」とか簡単な本当に地域の住民の声が聞

きやすいもので何かないかなということで、あまり専門的になると誰もが取り組めないので、こんな町があったらいいな

とか、いろいろ書かす。 

 

○司会（田中委員） 

 最初のとっかかりみたいなものでしょうか。 

 

○平野委員 

 そうですね。も、いいのかなと。 

 

○司会（田中委員） 

 これはこちらでコピーさせていただきます。ほかにどうでしょうか。それも最初のとっかかりとして面白いですね。 

 

○平野委員 

 どちらかというと自分たちも専門的になりすぎて、なんかワークショップやＫＪ法とか、いろいろそういう言葉だけが飛

び交っていて、実際にやるときにどうやってやるのかということが分からなくて、やっぱりみんながやりやすいイメージ

でやれたらというのがありまして。 

 

○新宮委員 

 私たちもやったことは全然ないのですが、アンケートがよく施設に来ます。大学生がするアンケートがいろいろな大学

から来るのですが、微に入り細に入り書いてあって、そんなことは仕事の合間にできないわということで、よう出さない

ということがあります。統計を取るみたいにこちらは何件ありましたかというふうな、何年来の資料を調べるようなことを

されると、アンケートとしては答えられないというのがされるほうの立場ですので、できる限り分かりやすく誰でもが答

えられるようなアンケートというものにしないと参加にはつながらないですね。 

 

○玉里委員 

 調査公害といいます。私たちも戒めで思っているのですが、ついつい指導もしてしまいますけど。 

 

○司会（田中委員） 

 やっぱり研究のための調査ではなくて、地域づくりのための調査だし、みんなでやっぱりやるという（こと）。特定の人

だけがやる調査でもないわけですよね。先程の和田委員が出されたきっかけをどうしていけばいいとか、あるいはきっ

かけをつくる人ということで、何か（ありませんか）。私個人としてはその集落なら集落で、先程のようにざっくばらんな

かたちでやっていくにしても、あまり「長」とか付けてしまうとまた何か上下関係になってその人に任せっきりになるの

で、基本的にある程度対等な関係を維持しながらもまとめ役みたいな人はいたほうがいいかなと思いますがどうでしょ

うか。 

 

○浜永委員 

 そうですね、アンケート調査と集まって話し合いをするのとは違うと思います。今アンケートがありましたが、それは社

協がやったものではなくて民生児童委員がやったもので本当に紙１枚のもので、問いも専門的なものではなくて、民生

委員、児童委員が考えて何を聞きたいか。聞いたことによって自分たちの活動に生かせられるのか。ただ調査をして

も何もならないものを、何のために調査をするのかということが大事だねということで、問いもそんなにたくさんはなく

て、１０問くらいではないでしょうか。この場合は一人暮らしですが、民生委員がやっている事業が一人暮らしの高齢

者にとってどうなのか。それからどういったことを望んでいるのかというところを聞きたい。そして自分たちの活動につ

なげたいということでこの調査もしましたし、自分たちで集計をして、この印刷物は社協の手作りです。それをでは今度

どういうふうにしていくかということで、新しく１５年度の事業も計画しました。一人暮らしの人が子ども交流したいという

意見があったので、そういうことがないので、ではそういったものを計画しようということで事業計画を作りました。やっ

ぱりこういう調査をただしたとか。本当にたくさんの項目が何のために必要かということはすごく大事なことだと思いま
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す。 

 でもこの一人暮らしの人もアンケート調査は家で１人で書く。書くというか聞き取りですが、聞き取りでもその人の意

見ですよね。でも一人暮らしの人が何人か集まってその中で聞く意見、言う意見というのはまた違ってくるんですよ

ね。人の意見を聞いてまた自分の違う意見が出たりする場合があるので、調査はまた調査でいいと思いますが、それ

だけではちょっと不十分な気がします。小地域ネットワークもまず出てきてもらいます。日々は活動してもらっています

が、まずその会へどうやったら出てきてくれるかということを最初に考えました。だから来てもらうための手法です。たし

かに来てもらってはじめてこういったワークショップはできるのですが、「そんな会にどうしていく必要がある？」というと

ころで止まってしまったら全然使えないので、まずその会にいろいろな会、住民座談会でもいいので来てもらう方法が

まず大事ですね。それをどうやってするか。ただ私たちは手紙を出しただけでは人は集まらないというところで、それぞ

れ１軒、１軒声をかけて誘って合ってもらう。それは住民に一番近い民生委員、児童委員の役割ということで、お願い

をしてきてもらうという。また集まる。その集まった中でまた意見を聞く。こういう所へいきなり持っていってもなかなか

意見を出してもらうまでにまた時間がかかります。意見を出してもらったらそれが何か偏った意見ではないですが、そ

ういう方向に行き出したときに「そうじゃないですよ」というようなことの言える人。住民だけで話し合いをするということ

ではなくて、行政もそうでしょうし、社協の職員も前に話しました力量みたいなものがあって、その中で話のアドバイス

したり、そういった人も確かに必要ではないでしょうか。 

 

○司会（田中委員） 

 先程の和田委員の問題提起に対して、１つお答えを出していただいたような（気がします）。なかなか来てもらうのは

難しいけれども民生委員が１軒、１軒声をかけて出てきてもらうように誘っていくというかたちですね。 

 

○浜永委員 

 それは小地域ネットワークの場合ですよ。 

 

○司会（田中委員） 

 なるほどね。簡単に紹介しておきますと、ここで聞かれている内容は、「日常生活で困っていることはありますか」「話

したいときの相談相手はいますか」「通院以外で外出をしていますか」「今の楽しみは何ですか」「してみたいことは何

ですか」「ふれあいの集いに参加したことがありますか」が質問項目として挙げられています。あるいはこの間、ご紹介

したように伊野の場合でも日ごろ困っていることはどういうことなのか。地域福祉の部分でどういうサービスを必要とし

ているかということを聞かれたり、葉山村のようにどういったことが得意なこととしてあるのかを出してもらうとかいろい

ろなかたちがあるかと思います。時間が過ぎていますが、ここの部分でご発言いただいていない方が４名ほどいらっし

ゃいますが、簡単に。 

 

○元吉委員 

 私の場合は住民の方の中に入っていく機会は比較的少ないです。でも行政の部分ですとか、関係の方、住民の方

の所へ行ったときに思うのは、参加している皆さんにご発言をする機会をとにかく作ってみる。一言でもいい、「ない」

ならないでいいのですが、要するに声を出して話していただける環境をどうつくるかが１つあるかなというのがありま

す。ポツと言う中に随分重い真実が入っていたりすることがありますので、それがまずあるかなと思います。 

 それからともかくこれは引き出すほうにもよるのですが、本気になってもらう。ちょっと外れますが、病院なんかに行く

と、医療なんかをやっているときには医療監視をやっているわけじゃないですか。そうしますと皆さんは警戒をされま

す。「ちょっと通りすがりですから失礼させてください」と言っても玄関まで迎えに来てくれるときがあります。パンフレッ

トを出してこうやってやりますね。そういう中ではなかなか真実は聞けないじゃないですか。それをざっくばらんにぐちゃ

ぐちゃに壊していきますと、「ちょっと誰々呼んでくれ」と現場の人を院長が名指しで呼んでくれるわけです。そうしたら

その人たちの情報のほうが院長や事務局長よりもいい意見が聞けるときがあります。それから住民の方と対話すると

きに、行政で役職を持っていきますと、この人は何か魂胆があるに違いないとかなりあれするわけですね。そこが崩れ

て「なんでこんなになっちゅうかっちゅうたら、行政が今まで怠慢やったがですよ」と真顔になって言い始めるところから

会話が始まるような経緯がありますね。だからそういう本当に切実な部分の生の声がどう出るかということと、行ったと

きに皆さんが一言でもいいからともかくしゃべっていただきながら回転するといいというのが１つ。私は現場に近いとこ

ろであまり話していないので、参考までに１つ。 

 それから思いつきで言いますと、今聞いていて、あるテーマをぶつけて学校のゆとりの時間でも何でもいいから、子

どもの目線で見たときの地域とは何かなと。例えばおじいさんとおばあさんでも昔は異世代同居だったんですが、ほと

んど見る機会もないし触れる機会がないというのも意見でしょう。「僕の町にはなんとかがない」とかね。そういう不満も

あるでしょうし、それは子どもですから夢の部分とこんな部分があるかもしれませんが、結構いろいろな社会の仕組み

とか言っても無駄だとか思う、そのバリアがない部分だけ目線が広がるかもしれない。これは教育委員会辺りを巻き

込んで何かやるとできるかもしれませんね。それから先程浜永委員の話で少し浮かんだのですが、アンケートというと

確かに自分が環境が変わると話すことが変わると思います。こんな空間があったら、あの人の意見を聞くと「それはそ

うだ」とこっちに流れるときがありますね。だから「ご老人の方、何人に聞きました」のときにどういうロケーションかとい

うことも大事なので、バックグラウンドにそのことを意識するのも必要があるかなと。ちょっと思いつきですけど。 
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○司会（田中委員） 

 アンケートもやり方を誤ると誘導になりますからね。これはオオハシ先生もおっしゃっていましたが、ある程度自由に

書いてもらうということが最初は重要じゃないか。何か最初から項目を決めておいて選ぶというかたちにするとちょっと

誘導的になってしまったり、本当のその人の声が聞こえなかったりしますね。それから子どもも含めてということで。 

 

○元吉委員 

 いろんな目線で違って見えると思います。富士山もどこから見るかで違うのですから。 

 

○司会（田中委員） 

 先程の鷹巣町では、中学生や高校生のワーキンググループがもうできています。もっと若い人が動き始める。そして

中学生や高校生が自分たちの町をどうしたらいいのかということを発言し始めています。 

 

○元吉委員 

 それはすごいですね。 

 

○司会（田中委員） 

 そこまでいっています。 

 

○元吉委員 

 どこかの町で合併に中学生が市長……、あれはすごいと思いますね。それだけでも随分この町は将来頼もしいかも

しれないですね。 

 

○司会（田中委員） 

 これから障害のある人の就労意識調査を始めようとされているということですが、板橋委員はどうでしょうか。 

 

○板橋委員 

 住民参加の意見を集めるという特定のエリアの平均的なことはやったことはないので話を聞くだけでなるほどなで終

わってしまって特に意見がないのですが、地域によっても違うし市町村によっても違うし、高知市の大きい所で見ても

住民参加は違ってくるのではないかと思っていました。自分たちは本当に特定の障害者などの狭いエリアの意見はや

るのですが、「障害者のイメージはどうですか」とか、子どもに対してやったことがないので、先程元吉委員が言われた

ようにこういったもう少し幅広いところに投げかけるとかいうイメージで考えていました。子どもに対してお年寄りのイメ

ージだとか、そんなのはしてもいいのかなと。全然まとまっていないですね。 

 

○司会（田中委員） 

 前に板橋委員がおっしゃっていたので非常に印象深かったのは、障害ある人自身が何をしたいのかということで、子

どもとの交流ではなかったですかね。そういったことで要するに自分たちが支援されるだけではなくて、自分たちが子

どもに向かって発信していくんだと。そういうようなこともできる限り出していくというのは非常に重要ではないかと思い

ます。その人にどういうサービスが必要かだけではなくて、その人がもっと輝くためにはその人自身が何を望んでいる

のか。もっとポジティブに、では機会をみんなでつくっていこうじゃないか。それは誰かにやってもらわないで自分たち

でどうしていこうか。これをもっと出していく。あれは非常に面白いお話だったと思っています。高橋委員はどうですか。

 

○高橋委員 

 年寄りの思いや子どもの思いはなかなか私たちでは把握できませんよね。その人たちにもいっぱい声を発してもら

いながらつくることが大事ではないかと思います。なんでもいい、自分たちが住む町がこんなであってほしいとか、「こ

こはええとこやき、もっともっと幅広うに」というのは１人や２人の意見ではなかなか出てこないと思いますので、小さい

子どもからお年寄りまでの声を聞いて地域の声にしてつくりあげていくことが大事かなと思います。 

 

○司会（田中委員） 

 そういう意味での「どういう地域にしたいか」ということで、これまで民生委員の活動の中でいろいろな人から聞いた

り、あるいはそういう話の機会を持ったりということは。 

 

○高橋委員 

 民生委員の中ではやったことはないのですが、お年寄りのアンケートの中では「どんな趣味を持っていますか」とか

何とかというところで、お年寄りにアンケートをもらいに行ったときに、「今から先もどんどん進歩することはええことだろ

う。でもわしらが生活してきた昔を全部切り捨ててしまうこともないようなもんもあるぜよ」というのは教えられました。 

 

○司会（田中委員） 

 そういうさまざまな側面からいろいろみんなで考えていく、意見を出してもらうということが大事だということになります
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でしょうか。瀬戸委員は相談に日ごろから子どもの教育相談に乗られているということで、いろいろそういった側面から

でも何かございますか。 

 

○瀬戸委員 

 地域での生活課題を明らかにする方法から離れてしまうのですが。 

 

○司会（田中委員） 

 例えばそういうご家庭で教育を巡る問題とか、地域の中で家庭を巡る問題が何かあるのではないですか。 

 

○瀬戸委員 

 あまり地域の中では目に見えてこないものですね。連帯意識というものが薄いというか、そういうものが薄らいでいっ

ていますので、唯一私がここで考えられるのは、私も年をとってきたら社協の方々とかそういう福祉のお世話になるの

かもしれないけども、今の生活では何か集まってそういうお話をしたりとか、自分たちがこうしてほしいという会を社協

とは１度も接触を持ったことがないような町に住んでいますから、そういうところは全然ないですね。唯一地域で隣同士

の関係というのは回覧板を回すつながりと「お元気ですか」とあいさつするくらいしかないので、公民館のことを考えて

みると、地域で役員の方くらいしか最初は集まらなかったみたいです。長くは住んでいるのですが、ちょっと離れた人

には声もかけたことがなかったのですが、私が初めてその場に行ってみるとやはり親近感というのですか、こういう触

れ合いというものを感じられまして、ほかの方もなんで来ないのかな、来たらいいのになというふうには思いました。 

 まず地域の人たちと広く知り合うためには子どもと会ったときに声をかける。大人の人にはあいさつ、子どもには「何

してるの？」「元気？」「今学校に行ってるの？」「どうしたの？」とか一言でもいいから、そういう声かけから始まってい

って、そうしてみると今まで声をかけられなかった自分が、「あれ、これくらいのことだったらできるんじゃないか」と、何

か楽しい雰囲気にもなってきます。公民館の活動というのはほとんど皆無なんですけども、町の子どもを連れてちょっ

と離れた村との交流を図ってその民泊に行ったりしたら楽しいんじゃないかというふうな自分だけの考えもあります。

私は役員ではないのですがそういうところになるべく参加して地域に知り合いを広げていって、意見が述べられるよう

にしたいなと思っています。長く住んでいておかしな話ですが、税金はちゃんと払っているのにその税金でどれだけの

ものを自分の身の回りで見返りが来たかなと思うと公園近くが夜暗いので電灯が一つ建っただけです。そういう自分

が住んでいる地域からこうしてほしい、ああしてほしいという会が今はほとんどないです。それはどういう場合にどうい

う場所で、どういう会を持てばできるのかということが全然（分かりません）。ただ税金を払って住んでいるだけ、交流も

なし。自分が平和に暮らしていたらそれでいいというふうな日常ですので、福祉という意味から考えると自分たちの希

望を話し合う機会がないです。それは町のほとんどがそうなんじゃないでしょうか。 

 

○司会（田中委員） 

 非常に率直なご意見だと思います。何人かの方に地域の中でどうやって話し合いの場に出てきてもらうのかというこ

とがありますが、ある程度と言いますか、一定の村とか町ですと、そうはいっても自分たちの村意識、町意識というの

が比較的まだあるのに対して、高知市くらいになってくると３０万の人口で、その中で自分たちの話し合いとかなんとか

言っても先程のお話のように人と人との関係が希薄になっているのに、出てきてもらうも何よりもそもそも自分たちも同

じ住民という意識も非常に弱いですし、隣の人がどうかということもありますしね。私の住んでいるアパートの隣に誰が

住んでいるか知りませんし、そういうことでやっぱりある程度きめ細かにざっくばらんに話せる機会を逆になお一層、高

知市のような所は大きな単位で構えることも無理でもっときめ細かな単位で、瀬戸委員がおっしゃったように話し合い

の機会を持つことも大事ですし、それ以前に日ごろの付き合いづくりからやはり出発しないといけないということが、あ

る意味もっと深刻だと言えるかもしれませんね。 

 

○板橋委員 

 今瀬戸委員のお話ですごく思ったので、本当に個人的なことですが、今年子どもが小学校に入りました。初めての授

業参観の後にＰＴＡ総会があるという話があって、ちょっと行こうかなと思ったんです。学校に来ていた保護者の１０名

弱しか残っていなかったんです。自分の子どもに対する意識すら持てない親が多い中で、地域福祉ですよと言ったと

きに、自分の子どもすら持てないというのにもうちょっとぼやけたもので、「ではあなたはどう思っていますか」これは非

常に問いかけにくいなというのが１つです。逆に、去年の国体なんかでは大きなイベントということもあったのでしょうけ

れど、あれはすごく組織だってやりましたよね。●があり、●があり、町づくりがありとみんながブワーっと盛り上がっ

た。あれは多分イベントだからできたということもあるのでしょうが、調査というかたちのそういう地道なやり方も１つあ

るのかもしれないけれど、イベントでこういうものを目的にみんなでこうしたときのパワーというのもこれはすごいなと。

そこにかかわる人員のそれで語れたらいいのかな。どっちがいいのかなと。どっちもあるんでしょうけど、そういうのは

今ちょっと聞きながら。 

 

○司会（田中委員） 

 非常に面白いですね。都市型というとまた偏っていますが、ほかの方も書かれていたと思いますが、ある程度最初

から大上段に「ではこれから地域福祉計画で調査しましょう」と言わなくても、問題、関心ごとに最初はイベント的に立

ち上げてみてもいいですね。それでそれをきっかけにして関心のある人が集まる中で、さらに継続的なものにつないで
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いくということですか。 

 

○板橋委員 

 ネガティブよりはポジティブな取り組みができると。 

 

○司会（田中委員） 

 ちょっと県のほうでは中央公園を舞台にして地域福祉フェスティバルというかなり大きなものも考えられています。で

すからちょっと高知くらいだと初めの刺激の１つの方法としてそういう大きなものをボンとぶち上げてそれをきっかけに

みんなが考えていくということでもいいし、もう少しいうとサークル型でそれぞれすべてのことを考えるのは難しいけれ

どもこういったことでなら集まって何かやれるのではないか。例えば、高知市でも育児サークルはあちこちでできてい

ますね。ああいうかたちで若いお母さんが共有している問題意識で自分たちで解決していこうということで実際に動

き、しかも雑誌までつくられていますね。ああいうかたちのサークル型の活動スタイルもあってもいいのではないか。む

しろそういうものなら若い人もいろいろなかたちで自分の関心のあるものに入っていけるというか、それも１つの方法

かもしれませんね。その中で課題を発見していく。あるいはそれを福祉対策に。ただこの地域福祉計画の場合は、や

はり単にああしろ、こうしろと不満を出し合うだけではなくて、ではどうしたらいいのかということも同時に考える。では

自分たちで何ができるか。これがセットであるということをやはり忘れてはいけないかと思います。 

 この生活課題を明らかにする方法についても一通りご意見をいただきましたが、今度は短く区切って次回、あるいは

メールでも結構ですのでご意見をいただいて技術的な課題を次回こそ最後までいきたいと思います。 

 

○事務局 

 ７月１０日と最終の７月２４日ですが２回では難しいかなと思いますので、、間にもう１回入れさせていただいてはどう

かと思います。６月３０日が比較的来られるようですので、６月３０日の夜間と予定どおり７月１０日、７月２４日。 

 

○司会（田中委員） 

 次回６月３０日は（午後）６時から、７月１０日は１時半から４時。それから７月２４日は１時半から４時という案を出して

いただいていますがいかがでしょうか。７月２４日の段階では報告書のスタイルをお出ししないといけないわけですよ

ね。 

 

○事務局 

 一応、完成させるということで、ひな型をお示しして修正意見を７月２４日に。 

 

○司会（田中委員） 

 一応報告書のスタイルが必要なわけですね。そうしたら次回は６月３０日にやって、それから７月１０日に高知県にお

ける地域福祉推進の必要性ということでよろしいでしょうか。これまで比較的具体的なお話しいただいたことを基に、最

初の必要性の所についてもメールで地域福祉推進の必要があるという前提でご意見をいただきたいと思います。そう

しましたらあと２回で基本的には終わるということです。それで最終段階ということでそれぞれの市町村である程度ガ

イドラインはどうなっているのかということの疑問なんかも出始めているかもしれませんので、ある程度早めたほうがい

いということで皆さんのご協力のほどお願いします。今日は本当につたない司会で申し訳ありませんでした。 
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